
 

「円山川大規模氾濫に関する減災対策協議会」 第３回協議会 

 

日時：平成２９年６月６日 １３：００～１４：００ 

場所：豊岡市立交流センター「豊岡稽古堂」 ３Ｆ 交流室 

 

議事次第 

 

１．開式の辞 

 

２．挨拶 

 

３．議事 

１）円山川大規模氾濫に関する減災対策協議会 規約の改訂について 

２）円山川大規模氾濫に関する減災対策協議会 幹事会の報告について 

３）「円山川の減災に係る取り組み方針に基づいた５年間のスケジュール（案）」

の承認について 

 

４．閉会の辞 
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円山川大規模氾濫に関する減災対策協議会規約の改訂について 

円山川大規模氾濫に関する減災対策協議会規約（案） 

 

（名称） 

第１条 本会の名称は、円山川大規模氾濫に関する減災対策協議会（以下「協議会」）とする。 

 

（目的） 

第２条 本協議会は、円山川における堤防決壊等に伴う大規模な浸水被害に備え、隣接する自

治体や県、国等が連携して減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的かつ計

画的に推進することにより、社会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築する

ことを目的とする。 

 

（組織） 

第３条 協議会は、別表１に掲げる委員をもって構成する。 

２ 事務局は、必要に応じて協議会を招集し議事運営を行う。 

３ 事務局は、第１項によるもののほか、必要があると認めるときには構成員を追加するほか、

構成員以外の者を協議会に出席させ、意見を求めることが出来る。 

 

（幹事会） 

第４条 協議会の円滑な運営を行うため、協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表２に掲げる委員をもって構成する。 

３ 幹事会に幹事長を置く。幹事長は委員間の互選によってこれを定める。 

４ 幹事長は、必要に応じて協議会を招集し議事運営を行う。 

５ 幹事長は、第２項によるもののほか、構成員以外の者を幹事会に出席させ、意見を求める

ことが出来る。 

 

（事務局） 

第５条 本協議会の事務局を、豊岡河川国道事務所調査第一課におく。 

※組織名称変更による変更 

 

（協議会の検討内容） 

第６条 協議会で行う検討内容は、以下のとおりとする。 

１．洪水の浸水想定等の水害リスク情報を共有するとともに、各構成員がそれぞれ又は連携し

て実施している現状の減災に係る取組状況等について共有する。 

２．円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速なはん濫水の排水を実現するた

めに各構成員がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた「地域の取組方針」の作成

し、共有する。 

３．毎年、協議会を開催するなどして、「地域の取組方針」にもとづく対策の実施状況のフォロー

アップをする。また、本協議会等を中心として、毎年出水期前に堤防の共同点検等を実施し、

状況の共有を図る。 

４．その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項を実施する。 

 

資料－１ 

 



（会議の公開） 

第７条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開する。ただし、審議内容によっては、協議会

に諮り、非公開とすることができる。 

２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開と見なす。  

 

（協議会資料等の公表） 

第８条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、個人情報

等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表しないもの

とする。 

２ 協議会の議事については、事務局は議事概要を作成し、出席した委員の確認を得た後、 

公表するものとする。 

  

（附則） 

本規約は、平成２８年５月３１日から施行する。 

本規約は，平成２９年６月６日から施行する。 

※規約第５条条文変更による変更 

 



別表１ 

 

（協議会） 

 

豊岡市長 

気象庁 神戸地方気象台長 

兵庫県但馬県民局 総務企画室長 

兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所長 

近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所長 

 

 

 

 

 

 

別表２ 

 

（幹事会） 

 

豊岡市  技監 ／ 防災監 

気象庁 神戸地方気象台 水害対策気象官 

兵庫県但馬県民局 総務企画室 総務防災課班長（企画防災担当） 

兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所 所長補佐 

近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所 副所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



円山川大規模氾濫に関する減災対策協議会規約（案） 

 

（名称） 

第１条 本会の名称は、円山川大規模氾濫に関する減災対策協議会（以下「協議会」）とする。 

 

（目的） 

第２条 本協議会は、円山川における堤防決壊等に伴う大規模な浸水被害に備え、隣接する自

治体や県、国等が連携して減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的かつ計

画的に推進することにより、社会全体で常に洪水に備える「水防災意識社会」を再構築する

ことを目的とする。 

 

（組織） 

第３条 協議会は、別表１に掲げる委員をもって構成する。 

２ 事務局は、必要に応じて協議会を招集し議事運営を行う。 

３ 事務局は、第１項によるもののほか、必要があると認めるときには構成員を追加するほか、

構成員以外の者を協議会に出席させ、意見を求めることが出来る。 

 

（幹事会） 

第４条 協議会の円滑な運営を行うため、協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表２に掲げる委員をもって構成する。 

３ 幹事会に幹事長を置く。幹事長は委員間の互選によってこれを定める。 

４ 幹事長は、必要に応じて協議会を招集し議事運営を行う。 

５ 幹事長は、第２項によるもののほか、構成員以外の者を幹事会に出席させ、意見を求める

ことが出来る。 

 

（事務局） 

第５条 本協議会の事務局を、豊岡河川国道事務所調査課におく。 

 

（協議会の検討内容） 

第６条 協議会で行う検討内容は、以下のとおりとする。 

１．洪水の浸水想定等の水害リスク情報を共有するとともに、各構成員がそれぞれ又は連携し

て実施している現状の減災に係る取組状況等について共有する。 

２．円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動及び円滑かつ迅速なはん濫水の排水を実現するた

めに各構成員がそれぞれ又は連携して取り組む事項をまとめた「地域の取組方針」の作成

し、共有する。 

３．毎年、協議会を開催するなどして、「地域の取組方針」にもとづく対策の実施状況のフォロー

アップをする。また、本協議会等を中心として、毎年出水期前に堤防の共同点検等を実施し、

状況の共有を図る。 

４．その他、大規模氾濫に関する減災対策に関して必要な事項を実施する。 

 



（会議の公開） 

第７条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開する。ただし、審議内容によっては、協議会

に諮り、非公開とすることができる。 

２ 幹事会は、原則非公開とし、幹事会の結果を協議会へ報告することにより公開と見なす。  

 

（協議会資料等の公表） 

第８条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、個人情報

等で公表することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て公表しないもの

とする。 

２ 協議会の議事については、事務局は議事概要を作成し、出席した委員の確認を得た後、 

公表するものとする。 

  

（附則） 

本規約は，平成２９年６月６日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

 

（協議会） 

 

豊岡市長 

気象庁 神戸地方気象台長 

兵庫県但馬県民局 総務企画室長 

兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所長 

近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所長 

 

 

 

 

 

 

別表２ 

 

（幹事会） 

 

豊岡市  技監 ／ 防災監 

気象庁 神戸地方気象台 水害対策気象官 

兵庫県但馬県民局 総務企画室 総務防災課班長（企画防災担当） 

兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所 所長補佐 

近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所 副所長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



円山川大規模氾濫に関する減災対策協議会 

第３回協議会 

 

＜出席者名簿＞ 

 

 

豊岡市                市長 

         中貝 宗治 

                    （代理） 

防災監 

 垣江 重人 

 

 

気象庁 神戸地方気象台    台長 

       山口 俊一 

 

 

兵庫県但馬県民局 総務企画室  室長 

          藤本 智津子 

 

 

兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所  所長 

       松田 智 

 

 

近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所 事務所長  

       増田 安弘 

  

 

（順不同） 

 

資料－２ 

 



事務局(司会)
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幹事会の報告について 

 

○第３回幹事会 平成２９年３月１６日（木） 

 

（１） 円山川の防災に係る取り組み方針に基づいた５年間のスケジュール提案 

（２） 平成２８年度実施項目の取り組み状況の提案 

 

 

○第４回幹事会 平成２９年５月２４日（水） 

 

（１） 第３回幹事会 提案資料の見直し・整合 

（２） 第３回協議会の進め方に関する確認 

 

 

 

 

 

 

（幹事会メンバー） 

豊岡市  技監 ／ 防災監 

気象庁 神戸地方気象台 水害対策気象官 

兵庫県但馬県民局 総務企画室 総務防災課班長（企画防災担当） 

兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所 所長補佐 

近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所 副所長 

 

 

 

資料－４ 
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円山川大規模氾濫に関する減災対策協議会
第３回協議会 説明資料

資料－６

平成29年6月6日



１）円滑かつ迅速な避難のための取り組み

2



（１）情報伝達、避難計画等

①想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を想定したタイムライン試行版の策定
【H28完了：市、県、気、国】

②想定最大規模までの洪水氾濫を想定した訓練、試行運用によるタイムライン試行版の検証
【H29から継続：市、県、気、国】

③複数河川からの氾濫や土砂災害、内水氾濫も想定したシナリオ型で、避難勧告等の発令タ
イミング・区域を設定 【H32完了目標：市、県、気、国】

タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定
した情報伝達体制、方法について検証を行う。

No.1

内容

具体的取組

イメージ

3

タイムライン総括版(イメージ)

・想定最大規模までの洪水氾濫を想定
したタイムラインを用いて、国、県、市
や水防活動、排水関係者等の情報伝
達体制が運用可能かを確認し、必要に
応じて見直しを行う。

・特に市民の避難を考慮した事前防災
行動に対応できているかの検証を行う。

・複数河川からの氾濫や土砂災害、内
水氾濫も想定したシナリオ型避難訓練
等を通じ、避難勧告等の発令タイミン
グ・区域を設定する。

タイムライン：災害が発生するこ
とを前提として、関係者が事前に
採るべき行動を『いつ』『誰が』『
何をするか』に着目して時系列で
整理し、関係者で合意して文書
化したもの



出典：国土交通省 「避難を促す緊急行動」の概要

4

（１）情報伝達、避難計画等

①洪水予報文の改善 【H28完了：気、国】

②河川管理者による積極的な助言 【H29から継続：県、国】

内容

No.2

具体的取組

イメージ

タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定
した情報伝達体制、方法について検証を行う。

洪水予報文、伝達手法の改善

〇〇川氾濫危険情報
（主文）
〇〇川の△△水位観測所（××市）では、9日23時30分頃に、氾濫危険水位（レベル４）に到達しました。
川沿いの〇〇市、△△市、××市のうち、堤防の無い、または堤防の低い箇所などでは氾濫するおそれが
ありますので、各自安全確保を図るとともに、市町村からの避難情報に注意してください。

現在の洪水予報文

〇〇川氾濫危険情報
（主文）
〇〇川の△△水位観測所（××市）では、9日23時30分頃に、氾濫危険水位（レベル４）に到達しました。
川沿いの〇〇市、△△市、××市は、〇〇川の堤防決壊や氾濫により、浸水のおそれがあります。
直ちに、各自安全確保を図るとともに、市町村からの避難情報を踏まえ、適切な防災行動をとってください。

改善イメージ

氾濫により浸水が想定される地区（イメージ）

〇〇県〇〇市 □□地区、△△地区・・・

〇〇県××市 ■■地区、◎◎地区・・・

■ 氾濫の危険性、切迫性が伝わりにくい
■ 避難すべき地区が予報文では分からない

課題

国土交通省による自治体等への技術的支援

兵庫県による土砂災害危険度情報の提供

国管理区間の円山川は国土交通省、国管理区間の円山川流域の土砂
災害の情報については兵庫県が市等へ積極的な助言を行います。



（１）情報伝達、避難計画等

①家屋倒壊の危険性のある区域や自宅2階以上に留まることも可とする区域などを設定
【H28から継続：市、住民】

②シナリオ型の避難計画に基づく避難勧告等の発令 【H32完了目標：市、県、気、国】

③想定最大規模の洪水氾濫に対応した高所避難場所への避難計画の検証
【H32完了目標：市、県、気、国】

地域性や被災特性を踏まえた避難情報の提供に努める。内容

No.3

具体的取組

イメージ

5

・円山川沿川の浸水区域外への避
難誘導の実現性について土砂災害
危険個所等を考慮したうえで検討
する。

・現行の避難方策（水平避難（指定
避難所への避難）・鉛直避難（自宅
２Ｆへの避難））から、高所避難場
所（避難ビル）への２段階の避難誘
導方策を検討する。

・家屋倒壊の危険性のある区域や自
宅2階以上に留まることも可とする

区域などを設定した「（行政区別）
防災マップ」を元に、各区自らの取
組によるオリジナルマップ作成を要
請する。

・シナリオ型避難訓練計画に基づき
避難勧告等の発令を行う。

円山川洪水浸水想定区域図
（想定最大規模) 検討概要図

：住居
：豊岡市内の施設
：想定浸水範囲
：避難経路
：山地
：土砂災害の危険性のある区域浸水区域外（円山川沿川）

：土砂災害危険箇所等を考慮

浸水区域内
：各階標高と浸水位を比較し、

高所避難（ビル、スーパー等への施設への避難）の可能性の検証



（１）情報伝達、避難計画等

①現状の情報提供ツール（情報サイト、ホームページ等）の実効性の検証と改良 【継続的に実施：市、県、気、国】

②中央防災会議の「防災対策実行会議水害時の避難・応急対策検討ワーキンググループ」の報告「水害時の
避難・応急対策の今後の在り方について（平成28年3月31日公表）」を参考に情報提供方法を見直し

【H30完了目標：市、県、気、国】

③情報伝達方法に関する啓発活動の継続実施 【継続的に実施：市、県、気、国】

④防災無線の全戸配布 【H32完了目標：市、住民】

⑤洪水の進行、激甚化を予測する判断基準やリードタイムを検討するとともに計画規模以上の洪水の具体的
な災害対応策を検証 【H32完了目標：市、県、気、国】

避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。内容

No.4

具体的取組

イメージ

6

水位・流量 

時間 
防災 
行動 
開始 

想定最大 
規模到達 
 

リードタイム

氾濫危険水位

計画規模

(1/100) 

想定最大規模

(1/1,000) 

計画 
規模 
到達 

危険 
水位 

到達 

 

【洪水規模の時系列】

・累加雨量、実績雨量・水位の観測情報や予測雨量をもとに当該
洪水が、どの程度激甚化していくかを予測する。

・当該洪水が計画規模以上の浸水に至るまでの時間を推定する。

・浸水に至るまでの時間内に可能な避難、水防活動等に係る防災
行動を選定する。

計画規模、想定最大規模の洪水規模は、浸水面積は大きく変わら
ないが、浸水深が大きく変化することが想定される。⇒洪水規模に
よりとるべき水防対応（避難行動、水防活動）が異なる。

リードタイム内にできる
防災行動
（高所等での2段階避難誘導、
水防活動の中止・退避等）
【避難誘導】
洪水規模に応じて、 市民に
いつまでに、どこに避難する
べきかを伝達

・地域内の高所避難施設
(ビル、スー パー等)

・他市町の避難所

【水防活動】
水防活動を終了するべき時
間を決定

事前に氾濫規模、浸水に至るまでの
時間（リードタイム）を予測

・累加雨量 ・実績雨量
・予測雨量 ・実績水位
・予測台風経路

避難計画
避難誘導

防災拠点
資機材等
の活用

水防活動

水平避難誘導、自
宅2階以上への垂
直避難誘導

水平避難誘導、自
宅2階以上への垂
直避難誘導

健常者

要援護者

越水、堤防決壊を
防ぐための、土の
う積み等の活動を
実施

防災拠点・水防倉
庫は利用可能なた
め、水防活動や避
難誘導に利用

近隣ビル等への
高所避難誘導

避難の可否を事
前に判断のうえ、
浸水区域外や高
所等に誘導

水防団員等の安
全確保のための
退避指示 等

浸水被害の予測を
踏まえ災害対応の
可否を判断し、適
切に利用

計画規模以上の洪水時のリードタイム（猶予時間）を考慮して実行可能な具体的な
防災行動や活動内容を設定

計画規模以上
への洪水の進
行が予測され
た場合

【計画規模まで】 【計画規模以上】

健常者

要援護者



（１）情報伝達、避難計画等

・洪水氾濫1～2日前からの広域避難の有効性の検証 【H32完了目標：市、県、国】

広域避難に関する調整・検証を行う。内容

No.5

具体的取組

イメージ

台風の位置
（例：伊勢湾台風 ）

事前避難

広域避難 広域避難の有
効性の検証

・浸水発生の1～2日前からの広域避難の実施可能性について、机上検討を行い、円山川流域
における広域避難の適用性を検証する。

7



破堤1時間後 破堤2時間後

浸水想定区域図 家屋倒壊危険区域

情報提供

(2)平時から住民等への周知・教育・訓練

・ 浸水想定区域図、氾濫シミュレーション結果を基にした市内の危険箇所の情報提
供(防災教育、机上訓練、防災マップの作成に活用) 【H28完了：市、国】

洪水浸水想定区域図、氾濫シミュレーション結果を有効活用する。内容

No.6

具体的取組

イメージ

出典：円山川水系浸水想定区域図 円山川が決壊した
ら・・・ 国土交通省近畿地方整備局
http://www.kkr.mlit.go.jp/toyooka/sinsui/hatei.html

出典： 豊岡河川国道事務所HP 「三江小学校
で地域防災学習会を開催しました」
http://www.kkr.mlit.go.jp/toyooka/topics/pdf/
oshirase160212.pdf
防災に関するワークショップを開催しました
http://www.kkr.mlit.go.jp/toyooka/topics/pdf/
oshirase160229.pdf

8

（行政区別）防災マップ

出典： http://www3.city.toyooka.lg.jp/bousaimap/index_ie.html 
豊岡市「（行政区別）防災マップ」



(2)平時から住民等への周知・教育・訓練

・地域の住民すべてが安全に避難できるよう、自治会、自主防災組織等が中心とな
り、地域ぐるみで避難路や危険箇所の確認、避難訓練、災害時要援護者の支援
などに取り組む”みんなで逃げよう”減災防災運動を推進

【H28から継続：市、県、国、住民】

住民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る」ということを基本に、平時から地域。家
庭、職場等で防災への積極的な取組みを行うよう促すなど、自主防災思想の普及、
徹底を図る。

内容

No.７

具体的取組

イメージ

9

【個別支援計画】 （○○区 ○隣保・組）

だれが（支援者名） だれを（要援護者名） どこへ（避難先）

個別支援計画

出典：豊岡市提供資料
（台風23号を踏まえた市の防災施策）

自治会、自主防災組織の
啓発活動の取組支援



(2)平時から住民等への周知・教育・訓練

①浸水想定区域図の情報に基づいた防災マップの更新と周知
【H32完了目標：市、県】

②早期の立退き避難が必要な区域（河川近傍、2階までの浸水等）を明示したものに改善
【H28完了：市、県、住民】

新たにハザードマップを作成し、避難経路等の選定の促進を図る。内容

No.8

具体的取組

イメージ

10

豊岡市「（行政区別）防災マップ」

浸水想定区域図の更新後、自分の住むまちにどのような災害リスクがあるのかを一目で確
認できる「豊岡市「（行政区別）防災マップ」を元に、各区自らの取組によるオリジナルマップを
作成する。

出典： http://www3.city.toyooka.lg.jp/bousaimap/index_ie.html 豊岡市「（行政区別）防災マップ」



台風の位置 （例：伊勢湾台風 ）

(2)平時から住民等への周知・教育・訓練

事前避難

・避難行動に関する要援護者個別支援計画の策定、及び訓練の実施
【H28から継続：市、県、住民】

個別支援計画の策定や防災訓練の中で要援護者を対象とした訓練を盛り込む。内容

No.9

具体的取組

イメージ

【個別支援計画】 （○○区 ○隣保・組）

だれが（支援者名） だれを（要援護者名） どこへ（避難先）

個別支援計画

地域コミュニティ

出典：豊岡市提供資料
（台風23号を踏まえた市の防災施策）

11

出典：豊岡市新しい地域コミュニティ導入ガイドブック 平成27年度



・学校園におけるメモリアル防災授業や防災出前講座の実施
【継続的に実施：市、県、国】

幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守る
ための手段、地域や行政の対応策について学ぶ。

内容

No.10

具体的取組

イメージ

12

メモリアル防災授業のイメージ
(地域防災学習会（H28.2.6）の様子)

(2)平時から住民等への周知・教育・訓練



出石川防災センター六方河川防災ステーション

学習の場、
コミュニケーションの場としても活用

ヘリポート、
復旧活動スペース、
水防資材備蓄基地等が配置

(3)円滑かつ迅速な避難に資する施設整備に関する事項

・防災ステーションの機能に関する検証、及び改善方策（例えば資機材備蓄量の増
強）の立案・実施 【H30完了目標：市、県、国】

災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため水防拠点の機能を検討し、整備する。内容

No.11

具体的取組

イメージ

出典：出石川防災センターについて
http://www3.city.toyooka.lg.jp/kodai/bosaicenter.html

出典：円山川管内図

13

円山川防災センター

円山川防災ステーション

出石川防災センター

六地蔵拠点 立野拠点

出典：豊岡河川国道事務所HP：円山川流域委員会

第３回円山川流域委員会（現地視察）円山川防災ステーション
http://www.kkr.mlit.go.jp/toyooka/ryuiki/02/3iinkai-sisatu-point1.htm

立野拠点



(3)円滑かつ迅速な避難に資する施設整備に関する事項

・各地域、箇所における災害危険度（浸水、土砂災害）や地盤高図の情報を提供

【H28完了：市、県、国】

地域毎での避難経路の検討・設定にあたって、地域における浸水危険度や地域で
の経路策定に当たっての情報提供を行う。

No.12

内容

具体的取組

破堤1時間後 破堤2時間後

イメージ
内水氾濫による浸水リスク、土砂災害リスク

+

浸水想定区域図

出典：円山川浸水想定区域図修正
他業務報告書 平成２８年１月出典：円山川水系浸水想定区域図 円山川が決壊したら・・・ 国土交通省近畿地方整備局

http://www.kkr.mlit.go.jp/toyooka/sinsui/hatei.html

14

豊岡市「（行政区別）
防災マップ」

出典：
http://www3.city.toyooka.lg.jp/bousaimap/ind
ex_ie.html 豊岡市「（行政区別）防災マップ」



２）的確な水防活動のための取り組み

15



(1)水防活動の効率化及び水防体制の強化

・啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水の被害想定やその対応策の内容
の反映 【H32から継続：市、県、国】

啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、
減災活動の取組に幅広い年齢層の参加を促す。

内容

No.13

具体的取組

イメージ

16

・現状の水防災に係る広報・啓発活動は、主に平成16年台風23号洪水及び計画規模の洪水規模に関連する被

害様相、水防災対策（避難行動、日頃の備え等）についての内容は反映されているが、想定最大規模に対する
内容は十分に反映されていない。

・地域への大規模氾濫に対する水防災意識の浸透・深化を促進するために、広報・啓発活動に計画規模以上の
内容を盛り込む。

・また、啓発活動において若年層の参加を促す企画等を実施し、減災活動の取組に幅広い年齢層の参加を促す。

出典： 豊岡河川国道事務所HP 「三江小学校
で地域防災学習会を開催しました」
防災に関するワークショップを開催しました

出前講座、ワークショップ等の啓発活動
や広報において、想定最大規模までの内
容を盛り込む。
・想定される被害様相

（想定される地域の浸水状況、避難経
路の冠水状況等）

・避難方策
（浸水区域外への避難、高所避難等）

・日頃の備え

（情報を受け取るための環境整備、避難
経路・避難場所の把握・掲示、災害時
要援護者に係る対応の把握・掲示等）

減災活動の取組に幅広い年齢層の参加
を促す。 啓発活動 （例）

想定される
浸水状況

想定最大規模1/1,000

出典： 豊岡河川国道事務所HP 
防災に関するワークショップを開催しました



(1)水防活動の効率化及び水防体制の強化

①若年層の世代に特化した啓発活動の場の企画 【H30から継続：市、県、国】

②水害の恐れのある地域に居住することの危険性を認識できるよう、水害リスクをわかりやすく
開示 【継続的に実施：市、県、国】

③教育機関、ラジオ等のメディア、地域コミュニティを活用した広報の充実 【継続的に実施：市、県、国】

④「地区防災計画」や「災害・避難カード」の作成促進 【H28から継続：市、県、国、住民】

⑤フェニックス共済の加入促進 【継続的に実施：市、県、住民】

内容

No.14

具体的取組

イメージ

17

啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、
減災活動の取組に幅広い年齢層の参加を促す。

・現状の水防災に係る広報・啓発活動は、主に平成16年台風23号洪水及び計画規模の洪水規模に関連する被害様相、水防災対
策（避難行動、日頃の備え等）についての内容は反映されているが、想定最大規模に対する内容は十分に反映されていない。

・地域への大規模氾濫に対する水防災意識の浸透・深化を促進するために、広報・啓発活動に計画規模以上の内容を盛り込む。

・また、啓発活動において若年層の参加を促す企画等を実施し、減災活動の取組に幅広い年齢層の参加を促す。

・さらに、地区における防災に関する計画の作成を促進する。

出典： 豊岡河川国道事務所HP 「三江小学校
で地域防災学習会を開催しました」
防災に関するワークショップを開催しました

出前講座、ワークショップ等の啓発活動
や広報において、想定最大規模までの内
容を盛り込む。
・想定される被害様相

（想定される地域の浸水状況、避難経
路の冠水状況等）

・避難方策
（浸水区域外への避難、高所避難等）

・日頃の備え

（情報を受け取るための環境整備、避難
経路・避難場所の把握・掲示、災害時
要援護者に係る対応の把握・掲示等）

減災活動の取組に幅広い年齢層の参加
を促す。 啓発活動 （例）

想定される
浸水状況

想定最大規模1/1,000

出典： 豊岡河川国道事務所HP 
防災に関するワークショップを開催しました



出石川防災センター六方河川防災ステーション

防災ステー
ションの

機能検証

(1)水防活動の効率化及び水防体制の強化

・必要な資機材の配備や防災ステーションの機能検証 【H29から継続：市、県、国】

災害時の円滑かつ迅速な対応を行うため資機材やその数量の見直しを行う。内容

No.15

具体的取組

イメージ

出典：出石川防災センターについて
http://www3.city.toyooka.lg.jp/kodai/bosaicenter.html

出典：豊岡河川国道事務所HP：円山川流域委員会

第３回円山川流域委員会（現地視察）円山川防災ステーション
http://www.kkr.mlit.go.jp/toyooka/ryuiki/02/3iinkai-sisatu-point1.htm
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円山川防災センター

円山川防災ステーション

出石川防災センター六地蔵拠点 立野拠点



豊岡市内での水防訓練の様子(H26．6)

豊岡市内での夜間水防工法訓練(H22.10) PDCAサイクルに基づく訓練と
継続的な実施

(1)水防活動の効率化及び水防体制の強化

・迅速な災害対応の実施に向けたPDCAサイクルに基づく訓練と継続的な実施
【H29から継続：市、県、国】

実働水防訓練の継続的な実施とその内容の見直しを行う。内容

No.16

具体的取組

イメージ

出典：http://www.city.toyooka.lg.jp/www/contents/1402635669326/index.html 平成16年台風23号決壊場所で実施！ 「台風23号10周年メモリアル水防訓練 ～あの日を忘れないために～」
http://www.city.toyooka.lg.jp/www/contents/1287709712574/index.html 豊岡消防団が夜間水防工法訓練を実施しました

19



(1)水防活動の効率化及び水防体制の強化

・地域コミュニティでの防災や減災活動に関する支援や活動内容の情報共有
【継続的に実施：市、県、国】

地域コミュニティの活動を推進を支援する。内容

No.17

具体的取組

イメージ
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・市内359地区の行政区に対して個別に防災、減災活動の支援を行うことは困難である。
・そこで、防災、減災活動の迅速化、円滑化を目的として、 旧小学校区単位からなる２９組織の地域コミュニティ

の枠組みを活用することにより、出前講座、防災教育、ワークショップ等の啓発活動や現在取り組みの途上段
階である災害時要援護者を対象とした個別支援活動の推進を行う。

市、県、国（市が主体）

・・・

・・・

・・・ 行政区359地区

地域コミュニティ29組織

市、県、国が役割分担

行政区359地区

啓発活動 （例）

地域コミュニティ設立後の防災、地域振興、防犯等の活動支援の枠組み
概ね5年で実施する取組ではこの枠組みを活用する

従前の防災、地域振興、防犯等の活動支援の枠組み

出前講座、ワークショップ等の啓発
活動や、災害時要援護者支援の迅
速化・円滑化

行政区359地区のすべてに対して
活動支援は困難

出典：豊岡市新しい地域コミュニティ導入ガ
イドブック 平成27年度

【地域コミュニティの施策が
実施されている29地区】



(1)水防活動の効率化及び水防体制の強化

・重要水防箇所の定期的な見直しと、共通認識の促進
【H28から継続：市、県、国】

重要水防箇所の共通認識を促進する。内容

No.18

具体的取組

イメージ
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円山川 重要水防箇所図重要水防箇所評定基準

・水防上重要な区間を決めておけば、より効率的な堤防の点検ができ、危険な箇所の早期発見につながる。
重要水防箇所は、堤防の状態等により「堤防高」「堤防断面」「漏水」等のいくつかの種別に分類される。

種別 A 水防上最も重要な区間 B 水防上重要な区間

堤防高
（流下能力）

計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防に
あっては計画高潮位）が現況の堤防高を越える箇所。

計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高
潮位）と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。

堤防断面
現況の堤防断面あるいは天端幅が、計画の堤防断面あ
るいは計画の天端幅の2分の1未満の箇所。

現況の堤防断面あるいは天端幅が、計画の堤防断面あるいは計画
の天端幅に対して不足しているが、それぞれ2分の1以上確保されて
いる箇所。

法崩れ・すべり
法崩れ又はすべりの実績があるが、その対策が未施工
の箇所。

法崩れ又はすべりの実績があるが、その対策が暫定施工の箇所。

法崩れ又はすべりの実績はないが、堤体あるいは基礎地盤の土質、
法勾配等からみて法崩れ又はすべりが発生する恐れのある箇所で、
所要の対策が未施工の箇所。

漏水 漏水の履歴があるが、その対策が未施工の箇所。

漏水の履歴があり、その対策が暫定施工の箇所。

漏水の履歴はないが、破堤跡又は旧川跡の堤防であること、あるい
は基礎地盤及び堤体の土質等からみて漏水が発生する恐れがある
箇所で、所要の対策が未施工の箇所。

水衝・洗掘

水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているがそ
の対策が未施工の箇所。

橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防
護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その対
策が未施工の箇所。

波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した実績があるが、
その対策が未施工の箇所。

水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘され
ているが、その対策が未施工の箇所。

工作物

河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要
な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所。

橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水
流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計
画高潮位）以下となる箇所。

橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の洪
水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）との差が堤防の
計画余裕高に満たない箇所。

堤防高
（流下能力）

計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防に
あっては計画高潮位）が現況の堤防高を越える箇所。

計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高
潮位）と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。

例：
①円山川左岸0.2k-150m～0.4k
堤防高・堤防断面A
（水防上最も重要な区間）



(1)水防活動の効率化及び水防体制の強化

・災害ボランティアの円滑な受け入れを促進するための制度・枠組み等の創設
【H30完了目標：市、県、国】

災害ボランティアの円滑な受け入れを促進する。内容

No.19

具体的取組

イメージ
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○災害ボランティア活動の支援体制を整備
〇災害時ボランティアの受け入れ訓練を実施(H27.8)

【災害ボランティア活動の支援体制の整備】

・社会福祉協議会その他ボランティア団体との連携を図り、協定細
目を定めるなど、災害ボランティア活動支援体制の強化を図る。

【災害時ボランティア活動の支援マニュアル」の充実】

・「災害ボランティア活動支援指針」を参考に、「災害ボランティア活
動支援マニュアル」の充実に努める。

【受入体制】

・大規模災害が発生した場合、ボランティアの協力を得ることとし、
受入体制の整備に努める。

【災害ボランティア活動の環境整備】

・災害に係るボランティア・コーディネーターの養成、ボランティアの
ネットワーク化、ボランティア団体・企業・行政のネットワーク化、必
要資機材の整備その他の環境整備に努める。

・ボランティアの活動状況を把握するとともに、ボランティアを行って
いる者の生活環境に配慮する。

・災害ボランティアの受入れについて、平常時から自主防災組織等
住民との円滑な関係づくりに努める。

出典：豊岡市地域防災計画

円滑に実施するための受け
入れ方策の改善

全国から集まったボランティアの皆さん（総合体育館前）

被災した家屋の後片付けに奮闘するボランティア



(1)水防活動の効率化及び水防体制の強化

・建設業協会との応急復旧対策に関する事前調整等 【H29完了目標：市、県、国】

建設業協会との連携・協働体制を強化する。内容

No.20

具体的取組

イメージ
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◆要請する業務

・災害時における建築物、その他工作物等の崩壊、
倒壊又は損壊等に伴う緊急人命救助のための障害
物の除去作業

・災害時における建築物、その他工作物等の崩壊、
倒壊又は損壊等に伴う道路交通確保のための障害
物の除去作業

・豊岡市が必要と認める緊急応急作業

◆建設資機材等の応援要請があったときは、特別の理由
がない限り、建設資機材等を豊岡市に提供する

◆豊岡市が行う防災訓練等に参加するとともに、豊岡市
の安全なまちづくりの推進に協力

豊岡市と、社団法人兵庫県建設業協会豊岡支部は、地震、
風水害その他の災害が発生した場合において、災害応急
対策業務を円滑に実施するため、協定を締結している。

兵庫県建設業協会豊岡支部と協定を締結しており(35社)、
以下の連絡体制を基に被災後の復旧の支援を要請する。

災害時における協定として、下記３件結んでいる。

・災害発生時における応急対策業務に関する協定（兵庫県
建設業協会豊岡支部） ３５社

・災害発生時における応急対策業務に関する協定（但馬緑
化協会豊岡支部） １２社

・災害時における緊急測量業務等に関する協定（兵庫県測
量設計業協会但馬支部）２３社

出典：兵庫県ヒアリング

出典：豊岡河
川国道事務所
直轄河川緊急
復旧の手引き
H28.4（地震災
害・風水害）
豊岡河川国道
事務所

国 県

市

出典：豊岡市提供資料(災害時における応急対策業務に関する協定書)

事前調整
の実施等

現状の協定



(2)市庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進

①洪水氾濫時の防災拠点、避難施設等の機能維持、及び重要資機材への影響の
確認と有効的な対策の立案 【H30完了目標：市、県、国】

②想定最大規模の洪水氾濫時を想定した防災施設の機能増強に関する施策の立
案 【H32完了目標：市、県、国】

③水防対応の手引きの作成・周知 【H32完了目標：市、県、国】

洪水氾濫時の庁舎等の機能維持に備える。内容

No.21

具体的取組

イメージ

電源や情報通信機能
等の重要資機材

移動想定浸水位

重要施設

・想定浸水深より高い位置への重要資機材の移動
・重要施設が機能停止した場合の代替可能な施設の検討

出典：円山川浸水想定区域図修正他業務報告書 平成２８年１月
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(2)市庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進

・災害時に迅速に減災、復旧活動が行えるように水害時避難確保計画・BCP（事業
継続計画）の策定を推進 【継続的に実施：市、県、国】

各機関、事業者における水害時BCP（事業継続計画）を作成する。内容

No.22

具体的取組

イメージ 【BCPの作成】
・災害時に重要業務が中断しないように対策をとる。
・万一事業活動が中断した場合でも目標復旧時間内に重要な機能を再開させる

ＢＣＰのイメージ 豊岡河川国道事務所業務継続計画の構成

出典：豊岡河川国道事務所 業務継続計画（案）地震災害対策編
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３）粘り強い構造及び無堤区間の堤防整備の取り組み

26



・今後5年間の計画に基づいた、流下能力対策（築堤・掘削等）の実施
【H32完了目標：国】

洪水を安全に流すためのハード対策を実施する。内容

No.23

具体的取組

イメージ
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【流下能力対策（築堤・掘削等）の実施】
・平成32年度を目途に城崎町今津、城崎町上山～森津の区間において実施予定



・今後5年間の計画に基づいた、天端の保護及び裏法尻の補強の実施
（城崎町桃島～今津、日高町西芝地先はH28までに実施予定）(立野～出石町引原等の区間はH29～32に実施
予定) 【H32完了目標：国】

堤防天端の保護、堤防裏法尻の補強を実施する。内容

No.24

具体的取組

イメージ
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【堤防天端の保護、堤防裏法尻】
・城崎町桃島～今津、日高町西芝地先は平成28年度までに実施予定
・立野～出石町引原等の区間は平成29～32年度に実施予定



４）浸水の排水、施設運用等に関する取り組み

29



・具体的な排水計画の立案 【H31完了目標：国】

豊岡市内での計画規模以上の洪水氾濫を想定した排水計画を策定し、内水対策
を実施する。

内容

No.25

具体的取組

排水機場位置図

ポンプ車配置計画

イメージ

出典：円山川水系 水防マネジメント計画書～風水害対策編～ 出典：国土交通省提供資料
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・想定最大規模（1/1,000）の洪水を想定した具体的な排水計画の立案



・洪水氾濫時の耐水性の確認と耐水化対策の検討 【H31完了目標：国】

排水施設の耐水化を実施する。内容

No.26

具体的取組

イメージ

想定浸水位

排水機場

出典：円山川浸水想定区域図修正他業務報告書 平成２８年１月
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・想定浸水位と重要機材(電源や操作盤等の重要機材)の位置関係の確認

・耐水化対策の改善・改良
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主な平成28年度の取組報告



・想定最大規模までの洪水氾濫を想定したタイムライン試行版の作成を行った。
・作成には、国、県、市や水防活動、排水関係者等の情報伝達体制が運用可能かを確認した。

取組概要

取組内容および結果（円山川タイムラインの特徴）

33

具体的取組
NO.1-① 想定最大規模までの洪水氾濫と土砂災害を

想定したタイムライン試行版の策定

内容（施策）
タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体制、方法について検
証を行う。

豊岡河川国道事務所

防災行動チェックリストもあわせて作成

目標時期 H28完了 取組機関 市、県、気、国

①円山川タイムラインの開始の判断

台風の進路を確認し、台風が北緯20°かつ東経125°～140°の範囲を
通過する時、あるいは通過することが予想される時に、堤防決壊（ゼロア
ワー）から遡って3日前として、タイムラインによる防災行動を開始

②適用するタイムラインの選定

③洪水規模に応じた防災行動の切り替え

現時点の累加雨量と6時間先までの予測累加雨量の合計値を
確認し、適用するタイムラインを選定

タイムラインに基づく対応中に②の雨量（現時点の累加雨量と6時間先ま

での予測累加雨量の合計値）を確認し、必要に応じて防災行動を切り替
える

・現時点の累加雨量+6時間先までの予測累加雨量278mm以内 ：1/40
・現時点の累加雨量+6時間先までの予測累加雨量278mm超過

～327mm以内 ：1/100
・現時点の累加雨量+6時間先までの予測累加雨量327mm超過 ：1/1,000

表示内容 ：
防災行動項目・細目、行動に参照する情報、情報連携先、タイム
チャート

使い方 ： 各機関における防災行動項目および細目と、行動のタイミングや
継続を事前に確認する。



・発表の対象区域や避難の切迫性等が市町村長や住民に確実に伝わる洪水予報文に改良した。（平成28年3月）

取組概要

取組内容および結果

34

具体的取組 NO.2-① 洪水予報文の改良

内容（施策）
タイムラインを作成し、タイムラインに基づき想定最大規模までの洪水氾濫を想定した情報伝達体制、方法について検
証を行う。

神戸地方気象台、豊岡河川国道事務所

目標時期 H28完了 取組機関 気、国

円山川はん濫危険情報
（主文）
円山川の立野水位観測所（豊岡市）では、○○日○○時○○分頃に、避難勧告等の発令の目安となる「は
ん濫危険水位（レベル４）」に到達しました。豊岡市では、円山川の堤防決壊等によるはん濫により、浸水
するおそれがあります。市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防
災行動をとって下さい。

現在の洪水予報文

円山川氾濫危険情報
（主文）
円山川の立野水位観測所（豊岡市）では、○○日○○時○○分頃に、避難勧告等の発令の目安となる「氾
濫危険水位（レベル４）」に到達しました。円山川の決壊や氾濫により浸水する危険性が非常に高くなりまし
た。川沿いにお住いの方は豊岡市からの避難情報に十分注意しながら避難してください。その他周辺の地
区の方は早めの避難行動をとって下さい。

改善イメージ

氾濫により浸水が想定される地区（イメージ）

〇〇県〇〇市 □□地区、△△地区・・・

〇〇県××市 ■■地区、◎◎地区・・・

■ 氾濫の危険性、切迫性が伝わりにくい
■ 避難すべき地区が予報文では分からない

課題

（1）背景
平成27 年9 月関東・東北豪雨を受け、水管

理・国土保全局は平成27年10月に「避難を促す
緊急行動」を策定した。緊急行動では、
①堤防決壊に伴う氾濫流による家屋の倒壊・流
失
②地方公共団体による避難判断、広域避難
③避難の遅れと長時間・広範囲の浸水による多
数の孤立者の発生
の３点を対処すべき主な課題と捉え、全国の市
町村長や堤防沿いにお住まいの住民の方々の
不安や懸念に応えるため、「首長を支援する緊
急行動」と「地域住民を支援する緊急行動」を策
定した。

（2）変更の趣旨
市町村長が避難の時期・区域を適切に判断す

るための支援のひとつとして、発表の対象区域
や避難の切迫性等が首長や住民に確実に伝わ
る洪水予報文、伝達手法へ改善した。現行の洪
水予報文では、氾濫の危険性や切迫性が伝わ
りにくい、避難すべき地区が予報文では分から
ないといった点が指摘されていた。



・地域の災害特性を把握した上でのより被災リスクが少ない避難方法を地域を挙げて検討することができ、区や自主防災組織、家庭、個
人で水害や土砂災害から身を守るための計画を考えるときに参考となる「豊岡市防災マップ」を359の区（町内会）ごとに作成し、全戸に
配布。

・あわせて、マップの見方や活用方法を説明するための「活用の手引き」も作成。

取組概要

取組内容および結果

35

具体的取組
NO.3-① 家屋倒壊の危険性のある区域や自宅2階以上に留まることも

可とする区域などを設定

内容（施策） 地域性や被災特性を踏まえた避難情報の提供に努める。

豊岡市

目標時期 H28から継続 取組機関 市、住民



・ホームページでの情報提供

取組概要

取組内容および結果

36

具体的取組
NO.4-① 現状の情報提供ツール（情報サイト、

ホームページ等）の実効性の検証と改良

内容（施策） 避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。

目標時期 継続的に実施 取組機関 市、県、気、国

豊岡河川国道事務所

豊岡河川国道事務所 ホームページ「道と川の防災情報」
http://www.kkr.mlit.go.jp/toyooka/bosai

携帯電話やHPで雨量、河川の水位、カメラ画像等を提供しています。

ライブカメラ情報

水位情報



・「ひょうご防災ネット」の多言語化対応

取組概要

取組内容および結果

・県及び市町が日本語で配信する緊急度の高い情報を、外国人向けに12言語に自動翻訳したウェブサ
イトを公開（28年12月22日）、更新通知メールの配信及び登録を開始。

※12言語（英語、フランス語、ドイツ語、インドネシア語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、中国語
の簡体字（かんたいじ）、繁体字（はんたいじ）、韓国語、タイ語、ベトナム語）
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具体的取組
NO.4-① 現状の情報提供ツール（情報サイト、

ホームページ等）の実効性の検証と改良

内容（施策） 避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。

目標時期 継続的に実施 取組機関 市、県、気、国

兵庫県



・円山川タイムラインを作成し、関係機関が適切な情報伝達を実施。

取組概要

取組内容および結果
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具体的取組 NO.4-③ 情報伝達方法に関する啓発活動の継続実施

内容（施策） 避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。

目標時期 継続的に実施 取組機関 市、県、気、国

豊岡河川国道事務所

◇大雨注意報

◇大雨警報 第1号非常配備移行

消防本部災害警戒
本部設置

（管理職員召集、

署員自宅待機）

・ＷＮＩレベル３受信

-12h -12h

・テレビ、ラジオ、
インタ－ネット
による気象警
報等の確認

・防災無線、携
帯メール等によ
る避難準備情
報の受信

区対策本部設
置

第１号非常配備体制（管理職召集）
（消防部）
災害対策（警戒）本部設置（本部事務局）

・災害対策（警戒）本部（本部事務局）
・消防団、自主防災組織との情報共有、連

携（消防部）
・自主避難の促進（避難勧告発令業務）

（本部事務局）
・公共交通機関運行状況の確認・情報通

知および被災箇所の把握と情報提供（工
務部）

・市内被災情報の収集（住民からの通報
等） （工務部）

第１警戒体制
※24時間雨量 100mm超過、12時間雨量70mm超過

による体制移行

第１警戒体制

・気象情報(警報のみ)『大雨及び洪水に関する警報、台風
情報』(本局)

・通信回線無線、テレメータ、CCTV、インターネット等の通信
状況の点検、機能確保

・ＷＮＩレベル３受信（累加雨量150mmを観測
し、かつ、時間雨量10mm/hrを予測）

連絡員待機立野地点累加雨量：96mm
立野地点水位：1.08m

-9h -9h
立野地点累加雨量：145mm
立野地点水位：1.15m

■水門、樋門、樋管、排水機場の操作水位

樋門操作

地点 水位

(m)

時間

(hr)

城崎第五樋管 立野 1.1 -11.1

※1 樋門操作時間は、氾濫発生時刻を 0hrとした場合の

  　時間を示している。

施設名

樋門操作水位

■水門、樋門、樋管、排水機場の操作水位

樋門操作

地点 水位

(m)

時間

(hr)

玄武洞樋門 立野 1.2 -8.2

六方水門・六方排水機場 立野 1.4 -7.4

※1 樋門操作時間は、氾濫発生時刻を 0hrとした場合の

  　時間を示している。

施設名

樋門操作水位

・現地対策班、水防団、豊岡土木事務所、維持業者
へ、水防等の活動に必要となる資機材（量、種類）
の調整と備蓄状況を確認

・水防非常配備態勢に直ちに移
行できる連絡態勢確保

・情報収集、伝達

連絡員待機

準災害警備本部体制
（本部長又は署長判
断による設置）

・通行止め措置：

巡回パトロール等で
道路冠水を確認し、
道路管理者による
通行止め措置が
未実施の場合に、
緊急措置として実
施する。（重要場
所）

⇒規制実施区間を
県交通管制セン
ターに通知

・周辺の警察署管内
の交通規制区間
情報を、県交通管
制センターから受
信

準災害警備本部体制
（本部長又は署長判
断による設置）

・通行止め措置：

巡回パトロール等
で道路冠水を確
認し、道路管理者
による通行止め
措置が未実施の
場合に、緊急措置
として実施する。
（重要場所）

⇒規制実施区間を
県交通管制セン
ターに通知

・周辺の警察署管
内の交通規制区
間情報を、県交通
管制センターから
受信

・避難本部を立ち上げる（避難部）

①避難所情報総括班 ②避難所連絡調整班

③避難所情報物資班 ④地域連絡班

⑤本部連絡員 ⑥避難所担当

・被害状況の収集（災害情報システム・管内パ
トロール） （消防部）

・自主避難に対する担当職員を召集

場合により、全職員を召集（避難部）

・全線運休の判断

：対策本部での全
線運休の判断およ
び指令
⇒報道機関・自治
体への通知（ （国、
県、市）
（累加雨量150mm）

・復旧機器、要員の
確保（災害対策機器
の点検、復旧要員
の確保）

・連絡態勢確立（情報
連絡室の設置、本
部各班の連絡態勢
の確立）

・水門、樋門・樋管、排水機場の操作体制の確認
・水門、樋門・樋管、排水機場の操作の指示

・運転見合わせ：

豊岡～コウノトリの郷

区間ごとに自動的に
アラームを通知

⇒運転見合わせ指令

・車両退避：

車両退避指令、車
庫への車両移動

・豊岡市に水位予測情報（6時間後までの水位）を提
供開始（毎正時、TEL）

・水位予測で3時間先に水防団待機水位に達する場
合は、豊岡市防災課への情報提供を実施

気象・水象情報 豊岡河川国道事務所 兵庫県
（豊岡土木事務所）

豊岡市 豊岡市
消防本部

豊岡北
警察署

豊岡南
警察署

WILLER TRAINS
株式会社

全但バス(株)
西日本電信電話
（株）兵庫支店

関西電力
株式会社

住 民

・防災体制指令『第一警戒体制』(本局)（所定様式、出水様
式-総括により情報伝達）

・職員の把握（第一警戒体制からの増員が必要になるため）

・パトロールによる情
報収集

・出動のための準備
及び発生した災害
に対する消防活動

・情報部開設(予防課
管理職）

・警防対策本部の設
置・情報収集（災害
情報システム、気
象情報、河川情報、
道路冠水・浸水、土
砂災害等）

・道路冠水状況、迂
回路の確認、通行
止め状況の把握

・市災害対策本部へ
の出向

・避難準備情報、避
難勧告、避難指示
の状況把握(自主
避難を含む)

・ホットラインによる情報提供
（3時間後の予測水位をもとに、豊岡市へ個別対応
箇所 円山川右岸23.4k（日高町鶴岡地区） 〈立野
3.4m 〉の避難準備情報の発令の検討を促す）

第０号非常配備体制

第１非常配備体制

水防指令第1号

・記者会見資料の作成と開催、
マスコミ対応

・雨量、水位、潮位等情報収集

・河川、海岸の監視および警戒

既往の被害箇所と重要な箇所

・ダム水位、流入・放流量の情報
収集（大路ダム、但東ダム、与
布土ダム）

・土砂災害・道路状況情報収集

・水門、樋門・樋管、排水機場
の稼働状況の把握
（六方川排水機場）

■水門、樋門、樋管、排水機場の警戒体制水位

樋門警戒

地点 水位
(m)

体制時間
(hr)

玄武洞樋門 立野 1.1 -11.1

※1 樋門警戒体制時間は、氾濫発生時刻を 0hrとした場合の
  　時間を示している。

施設名

樋門警戒体制水位

円山川の
県管理区間での

対応を記載

市内の避難状況、被災情報等を把握し、
避難所の開設や避難勧告などの市民への
直結した対応を記載

市の避難情報等に基づく
住民避難等を記載

情報発信を行う機関 救助・救援を行う機関 インフラ・ライフライン関連の機関

円山川の
国管理区間での

対応を記載

：重要な連携行動
赤書き ：防災体制関係
矢印↔ ：連携のつながり

インフラ、ライフライン関係機関の
事前、応急・復旧対応を記載

救助・救援等に関する
事前対応を記載

WILLER TRAINS
株式会社

（京都丹後鉄道）



・兵庫県CGハザードマップの認知度向上を図るため、PRを実施

取組概要

取組内容および結果

39

具体的取組 NO.4-③ 情報伝達方法に関する啓発活動の継続実施

内容（施策） 避難の準備・行動を促す情報提供方法の検証と改良を行う。

目標時期 継続的に実施 取組機関 市、県、気、国

兵庫県

【但馬地域でのPR】

・毎月新聞折込で各世帯へ配布される「県民だよりひょうご」で
CGハザードマップをPR。 （平成28年5月号但馬版に掲載）

【全県的なPR】

・リーフレットの配布

・テレビ、ラジオでのPR活動（H28.6.10サンテレビNEWS PORT、
H28.6.22ラジオ関西、H28.6.25kiss-FM、H28.7.17ラジオ関西）

・新聞掲載（H28.6.25神戸新聞）



・水防法第14条に基づき、円山川で想定しうる最大規模の降雨による氾濫シミュレーションを実施し、洪水浸水想定区域図の公
表を行った。（平成28年6月14日公表）

取組概要

取組内容および結果

40

具体的取組
NO.6 浸水想定区域図、氾濫シミュレーション結果を

基にした市内の危険箇所の情報提供(防災教育、
机上訓練、防災マップの作成に活用)

内容（施策） 洪水浸水想定区域図、氾濫シミュレーション結果を有効活用する。

目標時期 H28完了 取組機関 市、国

豊岡河川国道事務所

・洪水予報河川である円山川の洪水浸水想定区域図を平成28年6月14日
に指定・公表。

・浸水した後に一定の浸水深（0.5m）に達してからその浸水深を下回るまで
の時間を表示した浸水継続時間についても指定、公表。

・洪水時に家屋が流出・倒壊等のおそれがある範囲を示した洪水時家屋
倒壊等氾濫想定区域も作成。

浸水想定区域図

家屋倒壊危険区域

浸水継続時間図



・「ひょうご防災減災推進条例」の制定

取組概要

取組内容および結果

「ひょうご安全の日を定める条例」を改正し、県・市町・自主防災組織等の防災減災の取り組みを一層
推進するため、「ひょうご防災減災推進条例」を制定。（平成29年3月6日施行）

①自主防災組織等の民間団体、事業者等による具体的な防災減災活動の促進、

②自主防災組織等による個別支援計画の策定促進のための市町条例の制定を促す等所要の整備を
行った。

41

具体的取組

NO.7 地域の住民すべてが安全に避難できるよう、自治会、
自主防災組織等が中心となり、地域ぐるみで避難路や
危険箇所の確認、避難訓練、災害時要援護者の支援などに取り組む
”みんなで逃げよう”減災防災運動を推進

内容（施策）
住民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る」ということを基本に、平時から地域、家庭、職場等で防災への積極的な取
組を行うよう促すなど、自主防災思想の普及、徹底を図る。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、国、住民

兵庫県



・市民総参加の一斉避難訓練に向けて、避難の区分や個別支援計画の作成に地域を挙げて取り組む。

取組概要

取組内容および結果
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具体的取組

NO.7 地域の住民すべてが安全に避難できるよう、自治会、
自主防災組織等が中心となり、地域ぐるみで避難路や
危険箇所の確認、避難訓練、災害時要援護者の支援などに取り組む
”みんなで逃げよう”減災防災運動を推進

内容（施策）
住民一人ひとりが「自らの生命は自ら守る」ということを基本に、平時から地域、家庭、職場等で防災への積極的な取
組を行うよう促すなど、自主防災思想の普及、徹底を図る。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、国、住民

豊岡市

防災マップを活用した避難体制の構築
２ 避難行動要援護者の個別支援計画を作成
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具体的取組
NO.8-② 早期の立退き避難が必要な区域（河川近傍、2階までの

浸水等）を明示したものに改善

内容（施策） 新たにハザードマップを作成し、避難経路等の選定の促進を図る。

豊岡市

目標時期 H28完了 取組機関 市、県、住民

・「豊岡市防災マップ」の活用手引きには「マイ防災マップ」の作成方法を記載。
・区（町内会）単位で避難経路等を考慮したマイ防災マップの作成を推奨。

取組概要

取組内容および結果

※まずは1/100規模の洪水

に対し、「逃げる人、留まる
人」の区分を地域で行って
いただくよう啓発していると
ころ



・災害時要援護者台帳を作成し、自主防災組織に個別支援計画の策定を依頼。

取組概要

取組内容および結果
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具体的取組
NO.9 避難行動に関する要援護者個別支援計画の策定、

及び訓練の実施

内容（施策） 個別支援計画の策定や防災訓練の中で要援護者を対象とした訓練を盛り込む。

豊岡市

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、住民

２ 避難行動要援護者の個別支援計画を作成

高屋区 訓練の状況



・幼稚園、小学校、中学校における10・20 メモリアルデー防災･減災授業を実施。

取組概要

取組内容および結果

具体的取組
NO.10 学校園におけるメモリアル防災授業や

防災出前講座の実施

内容（施策）
幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守るための手段、地域や行政の対応策
について学ぶ。

目標時期 継続的に実施 取組機関 市、県、国

豊岡市

平成２８年度 10・20 メモリアルデー防災･減災授業

１ 全校的な取組 ４３校園で実施
・メモリアル集会等の実施 ３０校園
・防災避難訓練等の実施 １０校園

２ 各学年学級での防災授業 ３９校園で実施

３ 実施日
10月20日 ２２校園
10月20日以前 １２校園
10月20日以降 １３校園
数日に分けて実施 ２校

４ 関係機関、地域との連携 ８校
・消防署員（港西小、寺坂小、

豊岡北中、竹野中、日高西中、出石中）
・防災士（神美小）
・市政出前講座（小坂小）
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具体的取組
NO.10 学校園におけるメモリアル防災授業や

防災出前講座の実施

内容（施策）
幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守るための手段、地域や行政の対応策
について学ぶ。

目標時期 継続的に実施 取組機関 市、県、国

豊岡市

・奈佐小学校のオープンスクールの時間を活用し、子どもと大人が大雨時の行動について考える地域防災学習会を開催。
・大雨の怖さや平成１６年２３号台風の経験を当時の記憶がない子どもたちに伝え、災害から身を守ることについて考える場を提供。

取組概要

取組内容および結果

■ 平成２８年１０月２７日（木）１０：３０～１２：００
■ 開催場所：豊岡市立奈佐小学校
■ 参加者：奈佐小学校の１～６年生 約６０名 保護者 約１０名
■共催：豊岡河川国道事務所、兵庫県但馬県民局、豊岡市
■協力：兵庫県防災士会但馬エリア豊岡ブロック
■ 内容
・大雨時の行動を考えよう

（元豊岡消防団副団長と豊岡市からのお話、グループワーク）
・災害実験

（玄武岩を用いた洪水実験、台風発生実験、おかしでの土石流実験）

平成16年当時、消防団の副団長をされていた宮下さんに
23号台風のときの状況をお聞きし、大雨が降ったらどんな
ことが起きるかを付箋に書き出しました。

自分の家がどんな地形に建っているのか地図で確認し、
大雨時にどこに逃げたらいいのかを話合いました。また豊
岡市より「風水害から身を守る」というテーマで避難に関
する情報の紹介がありました。

①

②

③

④

おかしを土石流に見立てて、何も対策されていない場合（①②）と砂防堰堤
がある場合（③④）の山沿い集落での被害の違いについて学びました。
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・より地域に密着した学習会ということで、新田公民館に子どもと大人が一緒に集まり、水害・土砂災害についてみんなで考え
る地域防災学習会を開催。

取組概要

取組内容および結果
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具体的取組
NO.10 学校園におけるメモリアル防災授業や

防災出前講座の実施

内容（施策）
幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守るための手段、地域や行政の対応策
について学ぶ。

目標時期 継続的に実施 取組機関 市、県、国

豊岡市

■ 平成２８年１１月２０日（日） １３：３０～１５：３０
■ 開催区：新田公民館
■ 対象者：新田小学校区に住む子どもと大人 約40名
■共催：豊岡河川国道事務所、兵庫県但馬県民局、豊岡市
■協力：兵庫県防災士会但馬エリア豊岡ブロック
■ 内容

①お話
・平成16年台風23号を経験して（消防団）
・大雨時に注意すること、とるべき行動を知ろう（豊岡市）
②グループワーク
・大雨時の行動を考えよう
③遊んで学ぼう 災害実験・防災ゲーム

①お話（消防団長）

台風23号当時の大変な状況を

お話しいただき、普段からのｺﾐｭ
ﾆﾃｨの大切さが伝わりました。

②グループワーク

どこに避難したらいいのかを話し合いながら、地図
にルートを書き込みました。

③災害実験・防災ゲーム

模型実験で、堰堤の効果を学びました。また、避難するときの持ち物を考
えるゲームや台風を作る実験も体験してもらいました。

【参加者のみなさんの感想】
・台風２３号について改めて振り返ることができ、防災意識が
今まで以上に高まった。防災情報を常に意識していきたい。

・ペットボトルを使って台風を作る実験が面白かった。
日頃、子供たちと防災について話しをする機会がないので、
子供たちとふれあいながら、考える時間になって良かった。

・今後も継続して学習会を開催してほしい。
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具体的取組
NO.12 各地域、箇所における災害危険度

（浸水、土砂災害）や地盤高図の情報を提供

内容（施策）
地域毎での避難経路の検討・設定にあたって、地域における浸水危険度や地域での経路策定に当たっての情報提供
を行う。

目標時期 H28完了 取組機関 市、県、国

豊岡河川国道事務所

・水防法第14条に基づき、円山川で想定しうる最大規模の降雨による氾濫シミュレーションを実施し、洪水浸水想定区域図の公
表を行った。（平成28年6月14日公表）

取組概要

取組内容および結果

・洪水予報河川である円山川の洪水浸水想定区域図を平成28年6月14日
に指定・公表。

・浸水した後に一定の浸水深（0.5m）に達してからその浸水深を下回るまで
の時間を表示した浸水継続時間についても指定、公表。

・洪水時に家屋が流出・倒壊等のおそれがある範囲を示した洪水時家屋
倒壊等氾濫想定区域も作成。

浸水想定区域図

家屋倒壊危険区域

浸水継続時間図



具体的取組
NO.12 各地域、箇所における災害危険度

（浸水、土砂災害）や地盤高図の情報を提供

内容（施策）
地域毎での避難経路の検討・設定にあたって、地域における浸水危険度や地域での経路策定に当たっての情報提供
を行う。

目標時期 H28完了 取組機関 市、県、国

・兵庫県CGハザードマップにより、洪水や土砂災害の危険度を情報提供。

取組概要

取組内容および結果

兵庫県
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・土砂災害：土砂災害警戒区域（イエロー区域）、土砂災害特別警戒区域
（レッド区域）など、被害が発生するおそれのある範囲を表示。

・県では、レッド区域指定を進めるため、基礎調査に取組んでいる。



・平成28年6月14日に公表された円山川の洪水浸水想定区域図をベースに、防災マップを更新。
・マップは地域ごとに作成。地域コミュニティ単位(航空写真、白地図)のマップも作成。

取組概要

取組内容および結果

具体的取組
NO.14-② 水害の恐れのある地域に居住することの危険性を

認識できるよう、水害リスクをわかりやすく開示

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取組に幅広い年齢層の
参加を促す。

豊岡市

目標時期 継続的に実施 取組機関 市、県、国

豊岡市行政区別防災マップ

洪水・土砂災害マップ

標高マップ

記入用マップ
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※まずは1/100規模の洪水に

対し、「逃げる人、留まる人」の
区分を地域で行っていただくよ
う啓発しているところ



・ＦＭジャングル防災啓発番組「みんなの防災」で継続して放送。

取組概要

取組内容および結果
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具体的取組
NO.14-③ 教育機関、ラジオ等のメディア、地域コミュニティを活用した

広報の充実

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取組に幅広い年齢層の
参加を促す。

豊岡市

目標時期 継続的に実施 取組機関 市、県、国

１ 放送内容案
災害予防、地震、津波、風水害、高潮、土砂災害、雪害、大規模事故、

原子力災害、災害復旧・復興
２ 放送時間 10分程度。ジャングルマガジンへの掲載は、７月放送分から。
放送時間帯 毎月２番組を２回放送。
本放送 第２・第４火曜日 午前９時30分～
再放送 第２・第４金曜日 午後６時30分～

ただし、５月のみ、５月23日午前に本放送、午後に再放送
防災行政無線での放送 第２・第４水曜日 午後７時30分～。５分程度

１ 北但大震災、熊本地震について
２ 出水期を迎えるにあたって
３ 土砂災害防止について
４ 6.26(日)メモリアル水防訓練について（予定）
５ 避難準備情報、避難勧告等避難の三原則
６ 防災情報の入手について
７ 市民総参加訓練、震災総合防災訓練について
８ 土砂災害から身を守るために
９ 大雨と台風について
10 台風23号災害について
11 防災士会の取組みの紹介
12 自主防災組織について
13 要援護者への支援について
14 消防団について
15 火災から身を守る
16 阪神・淡路大震災から学ぶ
17 地震から身を守る
18 雪害について（雪おろしの注意点等）
19 行政区ごとのハザードマップについて
20 災害から命を守る
21 災害から命を守ることを文化へ（１年間のまとめ）



・「豊岡市防災マップ」の更新に伴い、マイ防災マップを作成するための手引きや白図も作成。
・あわせて、マップの見方や活用方法を説明するための「活用の手引き」も作成。

取組概要

取組内容および結果
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具体的取組 NO.14-④ 「地区防災計画」や「災害・避難カード」の作成促進

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取組に幅広い年齢層の
参加を促す。

豊岡市

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、国、住民

※まずは1/100規模の洪水に

対し、「逃げる人、留まる人」の
区分を地域で行っていただくよ
う啓発しているところ

記入用マップ



・加入促進員が豊岡市の全ての区長宅を訪問して、パンフレットの配布及び加入の呼びかけを依頼するとともに、但馬県民局幹部が企業
への訪問により役員に社員の加入を呼びかけを実施。

取組概要

取組内容および結果
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具体的取組 NO.14-⑤ フェニックス共済の加入促進

内容（施策）
啓発活動や広報資料に、計画規模以上の洪水に関する内容を盛り込むとともに、減災活動の取組に幅広い年齢層の
参加を促す。

兵庫県

目標時期 継続的に実施 取組機関 市、県、住民

• 豊岡市の加入率は、住宅再建共済制度が対前年0.1ポイント減少、家財再建共済制度が対前年0.1ポイント増加
であった。新規加入を増やすものの解約も多く、なかなか加入率の向上が進まない現状である。

• 県では、「兵庫県住宅再建共済制度」（フェニックス共済）の啓発、加入促進等を図るため、「防災力向上のための
相互協力に関する協定」を損害保険ジャパン日本興亜株式会社と三井住友海上火災保険株式会社と締結。

加入率（28年3月末） 加入率（29年3月末）

○住宅再建共済制度 豊岡市16.6%（全県9.3%） → 豊岡市16.5%（全県9.4%）

○家財再建共済制度 豊岡市5.4%（全県2.4%） → 豊岡市5.5%（全県2.5%）
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具体的取組
NO.17 地域コミュニティでの防災や減災活動に関する

支援や活動内容の情報共有

内容（施策） 地域コミュニティの活動を支援する。

目標時期 継続的に実施 取組機関 市、県、国

兵庫県

・ひょうご防災リーダー講座を開催
・ひょうご防災リーダーフォローアップ講座を新たに開催

取組概要

取組内容および結果

（１）28年度ひょうご防災リーダー講座

修了者224名（豊岡市0名）

延べ修了者2,249名（豊岡市77名）

（２）28年度ひょうご防災リーダーフォローアップ講座

修了者270名（豊岡市23名）



・更新した防災マップの配布にあたり、地区公民館単位（２８箇所）の地区を回り、区の役員や自主防災組織リーダー等の出席をいただき
説明会を開催。

・また、住んでいる集落にどんなの災害危険が潜んでいるのかを明確に、自らの避難方法、さらには災害時要援護者の方の避難の在り方
について集落を挙げて取り組んでいただくため、防災マップのねらいやその活用方法について「出前講座」を積極的に実施。

取組概要

取組内容および結果

具体的取組
NO.17 地域コミュニティでの防災や減災活動に関する

支援や活動内容の情報共有

内容（施策）
幼稚園、小学校、中学校における水災害教育として、洪水被害の歴史や身を守るための手段、地域や行政の対応策
について学ぶ。

目標時期 継続的に実施 取組機関 市、県、国

豊岡市

【防災マップ活用方法についての啓発を目的とした出前講座の開催実績（H28.11～Ｈ29.3】

１．地区公民館単位での開催 ２８回
２．単位区等を対象とした開催 ８回

※平成29年度についても8月までの間にすでに区単位や各種団体から４０回以上の
申し込みを受けている。

防災マップ作成の手引き

出前講座（小学校区対象）

出前講座（単位区対象）
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出前講座実施単位および実施日

1/18

1/20

1/26

1/27

1/30

1/30

2/2

2/3

2/9

2/15

2/15

2/16

2/16

2/172/17

2/20

2/20

2/21
2/22

2/22

2/23

2/23

2/24

2/24

2/27

2/27

3/17

4/11

11/27



・流下能力が低い区間や過去に漏水があった箇所など、洪水に対しリスクが高い区間の共同点検を豊岡河川国道事務所と豊岡市
役所職員をはじめ消防団（水防団）の方々と情報共有を実施。

取組概要

取組内容および結果
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具体的取組
NO.18 重要水防箇所の定期的な見直しと、

共通認識の促進

内容（施策） 重要水防箇所の共通認識を促進する。

目標時期 H28から継続 取組機関 市、県、国

豊岡河川国道事務所

実施日時：平成27年12月24日（木）13：30～17：00

場 所：豊岡市円山川流域

参加人数：約３０名

内 容：重要水防箇所等の主な箇所を共同で点検

対象河川：円山川、出石川、奈佐川

概 要

豊岡市
円山川

奈佐川

出石川

① 円山川右岸22.8k付近（堤防高） ③ 円山川左岸13.2k付近（堤防高）

④ 奈佐川2.5k付近（堤防高）

② 出石川右岸5.8k付近（堤防高）

⑤ 円山川左岸7.3k付近（堤防高） ⑥ 円山川右岸4.3k（堤防断面）

今回の共同点検に参加いただいた市町村職員や消防職員、消防団（水防団）の方からは、堤防高・堤防
断面はどのくらい不足しているのか、対象流量はどれくらいを想定しているのか、訓練時に堤防の低い箇所
を対象に土のうを積み上げ出水期に備えておく事が可能かなど、さまざまなご質問をいただきました。

また、水位観測地点を増やし、洪水時期にいち早く水位上昇等の情報を取り入れて、避難場所の地盤高
等を把握し、地域の皆様が安心して避難ができるように、これからもできる限りの情報を共有していきたい
等、緊急行動に前向きな意見を頂きました。

共同点検における情報共有



 

 

 

 

 

 

 

「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく 

円山川の減災に係る取組方針 
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円山川大規模氾濫に関する減災対策協議会 

（豊岡市、気象庁、兵庫県、豊岡河川国道事務所） 
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１．はじめに 

平成 27年 9月関東・東北豪雨災害を契機に、国土交通大臣から社会

資本整備審議会会長に対して、「大規模氾濫に対する減災のための治水

対策のあり方について」が諮問され、平成 27年 12 月 10 日に「大規模

氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について～社会意識の変

革による「水防災意識社会」の再構築について～」が答申された。 

円山川においては、この答申を踏まえ、新たに「水防災意識社会 再

構築ビジョン」として取組を行うこととし、地域住民の安全安心を担う

沿川の豊岡市、神戸地方気象台、兵庫県、豊岡河川国道事務所で構成さ

れる「円山川大規模氾濫に関する減災対策協議会」（以下「本協議会」

という。）を平成 28年 5月 31 日に設立した。本協議会の趣旨は以下の

とおりである。 

〇社会全体で常に洪水に備える『水防災意識社会』の再構築を平成 32

年度までに実施 

〇豊岡市、神戸地方気象台、兵庫県、豊岡河川国道事務所からなる本

協議会を設置し、減災目標を共有 

〇平成 16 年 10 月台風 23 号洪水の教訓を生かし、現在まで推進され

てきた水防災対策を踏まえ、計画的に、ハード対策及びソフト対策

を一体的に推進 

円山川水系では、平成 16年 10 月台風 23 号洪水により、多くの箇所

で越水が生じ、円山川右岸 13.2k（豊岡市立野地先）、出石川左岸 5.3k

（豊岡市出石町鳥居地先）で堤防が決壊し、大きな被害が発生した。 

平成 16 年台風 23 号洪水を契機に、現在に至るまで国、県、市が主体

となり、関係機関や市民への情報伝達体制・方法の改善、市民の水防災

意識を向上させる啓発活動・広報の充実、水防活動に資するための水防

活動拠点や水防資機材の配備、河川激甚災害対策特別緊急事業等による

ソフト・ハード対策が重点的に推進されてきた。 

円山川の下流部は、豊岡盆地を貫流し、河床勾配は緩やかであり、河

川からの氾濫が盆地全体に拡がるだけでなく、長時間の浸水が発生する。

また、平成 16年台風 23 号洪水の規模を上回る計画規模、想定最大規模

の洪水が起きた場合、平地部のほとんどが浸水することが想定されるこ

とから、豊岡市単独では減災対策に取り組むことは困難である。そのた

め、現状で実施されている平成 16年台風 23 号規模の洪水への対応を継
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続実施し、さらに、この規模を上回る洪水への減災対策を段階的に取り

組んでいく必要がある。 

本協議会においては、これまでの現状の取組状況をとりまとめるとと

もに、『水防災意識社会』の再構築に向けた課題を挙げた。そのうえで、

今後 5年間の目標として、『洪水が集中しやすい地形特性と平成 16年

10 月の台風 23 号洪水の教訓を踏まえ、重点的に実施されてきた円山川

の水防災に関する取組について、大規模な水害にも備えられるよう段階

的な進展を図り、地域の自助・共助を一層高めることにより「水害にし

たたかな地域」を創出する。』ことを定め、平成 32年度までに各構成員

が連携して取り組み、『水防災意識社会』の再構築を行うこととして、

以下の 4つの柱に基づき、取組内容をとりまとめた。 

１.円滑かつ迅速な避難のための取組 

２.的確な水防活動のための取組 

３.粘り強い構造及び無堤区間の堤防整備の取組 

４.浸水の排水、施設運用等に関する取組 

円山川の氾濫特性、及びこれまでの取組を踏まえ、今後の円山川特有

の具体的な取組内容として、以下の 2つを設定した。 

・地域コミュニティの枠組みを活用した地区防災活動の支援 

・想定最大規模の洪水時の円山川の氾濫特性を踏まえた避難方策の検

証 

本資料は、この検討結果により、本協議会規約第 6 条に基づき、円

山川の減災に係る取組方針（以下「取組方針」という。）としてとりま

とめたものである。 
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２．本協議会の構成員 

本協議会の参加機関及び構成員は、以下のとおりである。 

参加機関 構成員 

豊岡市 市長 

気象庁 神戸地方気象台 台長 

兵庫県但馬県民局 総務企画室 室長 

兵庫県但馬県民局 豊岡土木事務所 所長 

近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所 所長 
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３．円山川の概要と主な課題 

■円山川の特徴及び現状の水害リスク 

円山川の下流部の河床勾配は 1/9,000 程度と非常に緩やかであり、河

口から約16km、上流の出石川合流点付近までが感潮区間となっている。

市街地の地盤高は、洪水時の水位より低く、洪水時に円山川本流から支

川へ逆流しやすい構造となっていることから、内水被害が起こりやすい

特徴を有している。また、立野地先の周辺では、平成 27年 9月関東・

東北豪雨災害における鬼怒川決壊箇所周辺の堤防と比較して、約 2倍の

堤防高さ(比高)になっているため、もし、破堤が起きれば、家屋の倒壊・

流出や浸水被害が増大することが考えられる。 

■過去の被害状況 

円山川の主要な洪水は台風によるものが多く、昭和 34年 9月（伊勢

湾台風）、平成 2年 9月（台風 19 号）、平成 16 年 10 月（台風 23 号）

などでは、大きな被害が発生している。 

特に平成 16 年 10 月の台風 23 号による洪水では、円山川本川の立野

地点において観測史上最高水位の T.P.＋8.29m を記録し、支川出石川の

弘原地点でも、観測史上最高水位の T.P.＋5.38m に達した。 

この豪雨により、円山川・出石川では多くの箇所で越水が生じ、円山

川右岸 13.2k（豊岡市立野地先）、出石川左岸 5.3k（豊岡市出石町鳥居

地先）で堤防が決壊し 40km2もの浸水が広がった。また、円山川の水位

が危険な状況となり排水ポンプの運転を停止したことにより、広範囲に

及ぶ内水氾濫も発生した。この豪雨は、内水氾濫・外水氾濫の両面性を

持った甚大な被害をもたらした。 

上記の内水氾濫・外水氾濫によって、豊岡市全体で、死者 7 名、負

傷者 51 名、浸水家屋 7,944 戸（うち、家屋全壊 321 戸、半壊一部損壊

3,962 戸）、浸水面積 4,083ha 等の甚大な被害となった。 
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■平成 16年台風 23 号洪水での主な課題 

平成 16 年台風 23 号洪水での教訓をもとに、「命を守る」、「被害を軽

減する」、「迅速に復旧する」ことへの対応として、以下の課題が挙げら

れる。 

(1)命を守る 

①平成 16 年台風 23 号洪水では、高所への退避はされたものの、住

居から避難所への避難は 10%程度にとどまり、避難勧告・指示が

市民の避難判断・行動へ結びつかなかった。 

※約 6万人に避難勧告・指示が発令され避難所へは約 5200 人が避難 

②水位が急激に上昇したため、避難勧告が発令された時点では、危

険水位（今は氾濫危険水位）に迫っていたことから、円滑かつ迅

速な発令ができていなかった。 

③情報伝達では、円山川の水位上昇、堤内地の内水氾濫や道路状況

等が具体的に伝えられなかったこと、避難勧告と避難指示を誤解

した人もいたこと、聞きとりやすい丁寧な口調の通報がかえって

緊迫感を与えなかったことの反省点が挙がった。 

(2)被害を軽減する 

①急速な水位上昇及び浸水の拡大により、氾濫前の水防活動が十分

に実施できなかった。 

②水防資機材の配備が十分でないことから、水防活動等の、被害を

軽減する対応に支障をきたした。 

(3)迅速に復旧する 

①堤防決壊と内水氾濫により豊岡盆地はほぼ丸２日間浸水し、本格

的な復旧活動は、浸水被害発生の２日後からとなった。 

②豊岡市は災害ボランティアの受け入れに積極的に関与し、地域と

の調整を実施したものの、受け入れ体制や位置づけが明確化され

ていなかったため、行政とボランティアとの連携に一部課題を残

した。 
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■平成 16年台風 23 号洪水を契機に実施した主な水防災に関する取組 

平成 16 年台風 23 号洪水を契機に、円山川では、国、県、市により様々

なソフト対策、ハード対策が重点的に推進されてきた。主な対策を下記

に示す。 

・市民の水防災意識を向上させるための啓発活動、広報の充実 

・関係機関への情報伝達や市民への避難を促すための情報伝達体制・

方法・情報伝達ツールの検討や整備 

・水防活動に資するための水防活動拠点や水防資機材の配備 

・市民が協力し、自助、共助を図るための地域活動の支援、要援護者

の個別支援計画の作成 

・河川激甚災害対策特別緊急事業（河道掘削、堤防整備、内水対策、

構造物の改築）  等 
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４．現状の取組状況 

平成 16年台風 23 号洪水では、内水・外水氾濫により浸水が広がり、

甚大な被害となった。平成 16年台風 23 号洪水を契機に、円山川流域で

は現在に至るまで、様々な水防災に関する取組が行われ、ある程度の成

果が得られた。ただし、平成 16年台風 23 号洪水規模への更なる十分な

対応や、平成 16年台風 23 号洪水の規模を上回る計画規模、想定最大規

模の洪水への対応が必要である。 

円山川流域における取組について、各構成員で現状を確認し課題を抽

出した結果、概要としては、以下のとおりとなっている。 

 

(1)情報伝達、避難計画等 

項目 現状 課題 No 

1)洪水時における

河川管理者から

の情報提供等の

内容及びタイミ

ング 

 神戸地方気象台と共同で氾濫危険

情報、はん濫注意情報等の発表 

 現状の洪水予報文では、対象区域・切迫感が伝

わりにくいことが懸念される。 
1 

 連絡系統を基に水位・雨量・被災

状況の伝達 

 豊岡市、兵庫県の地域防災計画（水

防計画）に規定 
 各実施主体の情報伝達に関する内容、基準、体

制は設定されているが、実施主体間の情報伝達

方法、タイミングの整合性の検証・調整は十分

に図れていない。 

2 

 防災拠点機能の拡充を図るための

防災情報端末の整備 
3 

2)避難勧告等の発

令基準 

 避難勧告等の発令情報や発令基準

の設定 

 「避難判断のガイドライン」を策

定し、市の避難勧告等の整備を支

援 

 河川区分別の基準設定等の発令基準について、

現在検討中である。 
4 

3)避難場所・避難

経路 

 避難場所の指定・公表 

 自主防災組織と事業所との一時避

難場所の協定締結の支援 

 地域において避難経路の検討・設定を行ってい

るが、地域住民が水害時に円滑に避難できるよ

う情報提供等の改善が必要である。 

5 

 道路アンダーパス部の浸水情報の

掲示 
－ 6 

 被災者受け入れに関する協定の締

結 

 

－ 
7 
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項目 現状 課題 No 

4)住民等への情報

伝達の体制や方

法 

 関係機関・住民への洪水予報連絡

系統を設定 

 現状の情報伝達の体制や方法について、洪水の進

行や計画規模以上の洪水氾濫による広域避難の

適応性が検証されていない。 

8 

 リアルタイムの水位雨量情報、避

難勧告発令情報等の提供 

 

 既存の情報伝達ツールの実効性の検証、及び効率

的、効果的に活用していくための改良策が検討さ

れていない。 

 海外観光客の拡大により、情報提供の多言語化が

求められる。 

9 

5)想定最大規模の

洪水に係る浸水

想定区域図等の

作成と周知 

 円山川水系の浸水想定区域図の

公表 

 最新の知見を踏まえた浸水想定区域図、シミュレ

ーション結果等をハザードマップの作成や啓発

活動等の防災対策において活用する必要がある。 

10 

 氾濫シミュレーション結果の公

表 
11 

6)ハザードマップ

の改良と周知 

 兵庫県 CG ハザードマップ、防災

マップの作成及び啓発活動への

活用 

12 

7)まるごとまちご

とハザードマッ

プの改良と周知 

 まるごとまちごとハザードマッ

プの整備 

 

－ 
13 

8)要援護者の避難

計画策定と避難

訓練の実施 

 要援護者関連団体と連携し、福祉

避難所の指定の実施 

 一人一人に対する個別支援計画

の策定の支援 

・現在、豊岡市では、行政区に対して個別支援計

画の策定の支援（個別支援計画の内容の簡略化、

命を守るための優先的な取組の働きかけ等）を

実施中であるため、継続して支援を実施してい

く必要がある。 

 

14 

9)避難に関する広

報・啓発 

 広報を通じた円山川の避難に関

する情報の提供 

 地域防災学習会等を通じた避難

に関する啓発 

 広報・啓発の活動を引き続き実施し、地域住民へ

の浸透・深化を促進する必要がある。 
15 
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(2)水防に関する事項 

項目 現状 課題 No 

1)河川水位等に係

る情報提供 

 雨量、水位、CCTV を指定区間で

設置し、リアルタイムの水位雨量

情報、氾濫予測情報の提供 
 既存の情報伝達ツールの実効性の検証が十分に

検討されていない。効率的、効果的に活用して

いくための改良策をさらに検討する必要があ

る。 

16 

 リアルタイムの水位、雨量情報を

配信 
17 

 「ひょうご防災ネット」、FAX、

防災無線による気象予報、水位、

雨量、避難勧告等の情報伝達の実

施 

18 

 防災無線の設置を実施 

 

・国の方針により現行アナログシステムの更新が

必要である。 
19 

2)河川の巡視区間 

 円山川直轄区間を対象に河川巡

視(週 2回)の実施 

 共同点検の年 1回実施 

 水防災に係る施設整備の進捗、被災特性の変化

が想定されるが、河川巡視、点検方法について、

さらに検証・検討する必要がある。 

20 

3)水防資機材の整

備状況 

 防災ステーション、水防倉庫等に

おいて資機材の整備 

 

 水防災に係る施設整備の進捗、被災特性の変化

が想定されるが、現状の備蓄数量、配備箇所等

の妥当性の検証と改善方策の検討を行う必要が

ある。 

21 

 防災ステーションの整備 

 

 

 

 水防訓練等から得られた改善策を水防活動に反

映する必要があるが、水防訓練等を踏まえた防

災ステーションの機能改善と、資機材数量の配

備に関する検証を行う必要がある。 

22 

4)市町村庁舎、災

害拠点病院の水

害時における対

応等 

 平成16年台風23号洪水の被災を

踏まえ、庁舎の耐水化の実施 

 

 市町村庁舎、災害拠点病院等で業務継続計画は

策定されていない。 
23 

5)水防訓練 

 毎年、水防訓練の実施 

 

 

 水防訓練を踏まえて水防活動の内容を検証・改

善していく必要があるため、ＰＤＣＡサイクル

に基づいた訓練の継続実施を行う必要がある。 

24 

6)重要水防箇所の

見直し 

 円山川、出石川、奈左川における

重要水防箇所の更新 

 重要水防箇所の位置について、共通認識が十分

に図られていない。 
25 

7)地域防災力の向

上 

 地域防災学習会等の開催  地域防災学習会等の啓発活動を引き続き実施

し、地域住民への浸透・深化を促進する必要が

ある。 

 自主防災組織・地域コミュニティの活動におい

て次世代の人材の増員が必要となるが、幅広い

世代の市民の参加が十分に図られていない。 

26 

 出前講座、ワークショップ、防災

学習会の実施 

 ひょうご防災リーダー講座の開

催及び自主防災組織の育成・活動

支援 

27 

 地域コミュニティの設立 

 

 

 地域コミュニティ内の自助・共助をさらに促進

させるため、地域コミュニティの枠組みを活用

した活動の支援を継続実施する必要がある。 

28 

8)水防に関する広

報の充実 

 地域 FM ラジオ、HP で円山川の水

防に関する情報の提供 

 広報の活動を引き続き実施し、地域住民への浸

透・深化を促進する必要がある。 
29 

 浸水リスクの問い合わせを受け

付ける窓口の設置 

 今後も、「災害情報普及支援室」を活用した、

情報提供を継続実施していくことが望ましい。 
30 

 フェニックス共済の加入促進 

 

 

 

 住宅再建共済制度：豊岡市 16.5%（全県 9.4%）、

家財再建共済制度豊岡市 5.4%（全県 2.4%）と、

加入者は全県平均より高いが、さらに普及啓発、

及び加入促進を図る必要がある。 

31 

9)災害ボランティ

ア活動の支援体

制の整備 

 災害ボランティア活動の支援体

制の整備及び受け入れ訓練の実

施 

 現在、災害ボランティアの受け入れ訓練が実施

されているため、訓練の実施内容を踏まえ、活

動支援体制を充実させる必要がある。 

32 



 

 10

項目 現状 課題 No 

10)応急対策復旧 
 建設業協会との連携による支援

要請 

 早期復旧に向け、被災後に迅速な対応ができる

ようにしていくためには、現状では不十分であ

る。 

33 

11)フォローアッ

プ 

 洪水予報連絡会、県水防連絡会の

実施 

 洪水予報連絡会、水防連絡会の施策内容の情報

共有を図り、今後の各機関の取組・進捗を確認・

点検する機会を設ける必要がある。 

34 

 

(3)浸水の排水、施設運用等に関する事項 

項目 現状 課題 No 

排水施設、排水資

機材の運用方法の

改善 

 ポンプ車配置計画、連絡体制整備

の整備 
 計画規模以上の洪水への適応が必要であるが、

排水施設の整備方針を策定し、効果的な排水対

策施設整備が十分に行われていない。 

 

 

35 

 平成16年台風23号洪水の被災を

踏まえた、排水機場の耐水化対策

の実施 

36 

 

(4)河川管理施設の整備に関する事項 

項目 現状 課題 No 

堤防等河川管理施

設の現状の整備状

況及び今後の整備

内容 

 流下能力対策（築堤、掘削等）の

実施  洪水を安全に流すためのハード対策、及び粘り

強い構造の堤防等の整備は十分に行われていな

い。 

37 

 堤防天端の保護、堤防裏法尻の補

強の実施 
38 
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５．減災のための目標 

円滑かつ迅速な避難や的確な水防活動の実施、及び円滑かつ迅速な氾

濫水の排水等の対策を実施するため、各構成員が連携して平成 32年度

までに達成すべき減災目標は、以下のとおりとした。 

【５年間で達成すべき目標】 

洪水が集中しやすい地形特性と平成 16年 10 月の台風 23 号洪水の

教訓を踏まえ、重点的に実施されてきた円山川の水防災に関する取組

について、大規模な水害にも備えられるよう段階的な進展を図り、地

域の自助・共助を一層高めることにより「水害にしたたかな地域」を

創出する。 

※円山川の水防災に関する取組：平成 16年台風 23 号洪水規模から計画相当の洪水規模に

対応した、情報伝達体制・方法の整備、市民の水防災意識の啓発活動、広報の充実、自

助、共助を図るための地域活動支援、河川激甚災害対策特別緊急事業 等 

※大規模な水害：想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水氾濫による被害 

※段階的な進展：平成 16 年台風 23 号時の洪水規模から大規模な洪水規模まで対応できる

ように想定洪水規模を引き上げること 

※水害にしたたかな地域：水害に対して、粘り強く（ハード対策）、抜かりなく（ソフト対

策）対処できる、たくましい地域 

 

【目標達成に向けた４つの柱】 

目標達成に向け、以下の 4つの柱に基づいて取組を実施する。 

１)円滑かつ迅速な避難のための取組 

２)的確な水防活動のための取組 

３)粘り強い構造及び無堤区間の堤防整備の取組 

４)浸水の排水、施設運用等に関する取組 

  



 

 12

【目標達成に向けた段階的な取組の実施】 

「１)円滑かつ迅速な避難のための取組」及び「２)的確な水防活動の

ための取組」については、平成 16年台風 23 号洪水を契機に、現在に至

るまで水防災に関する取組を行ってきたが、計画規模※1や想定最大規模
※2に対しても地域として備える必要がある。そのため、計画規模※1や想

定最大規模※2の洪水氾濫に対して被害を最小限にするため、減災に関わ

る体制や計画等を、順次、見直し、改善していく。 

「３)粘り強い構造及び無堤区間の堤防整備の取組」及び「４)浸水の

排水、施設運用等に関する取組」については、平成 16年台風 23 号の洪

水規模への対応は推進されているが、計画規模※1や想定最大規模※2の洪

水氾濫が起こった場合に甚大な被害となることが想定される。そのため、

現状の取組状況を勘案し、平成16年台風23号相当の洪水、計画規模※1、

想定最大規模※2等の洪水規模を想定したうえで段階的に実施していく

方針とする。 

 

※計画規模：河川整備基本方針での計画洪水規模 

※想定最大規模：想定最大の洪水規模 
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６．概ね５年で実施する取組 

氾濫が発生することを前提として、社会全体で、常にこれに備える「水

防災意識社会」を再構築することを目的に、各構成員が、概ね５年間で

実施するソフト・ハード対策の主な取組項目・目標時期・想定洪水規模・

取組機関は、以下のとおりである。 
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１)円滑かつ迅速な避難のための取組 

市民の避難行動に資するための情報発信、土砂災害と水害リスクの共

有等を図り、市民の適切な避難行動に資するための取組として、以下の

とおり実施する。 

主な取組項目 課題 

の対応 
想定洪水規模※1 目標時期 取組機関※2 

内容（施策） 具体的取組 

■情報伝達・避難計画等 

 

タイムラインを作

成し、タイムライ

ンに基づき想定最

大規模までの洪水

氾濫を想定した情

報伝達体制、方法

について検証を行

う。 

 想定最大規模までの洪水氾濫と

土砂災害を想定したタイムライ

ン試行版の策定 

 想定最大規模までの洪水氾濫を

想定した訓練、試行運用による

タイムライン試行版の検証 

 複数河川からの氾濫や土砂災

害、内水氾濫も想定したシナリ

オ型で、避難勧告等の発令タイ

ミング・区域を設定 

2 

3 

8 

計画 ◎ 

平成 28 年

度 よ り 着

手 

(平成 28年

度 に タ イ

ム ラ イ ン

試 行 版 を

策定) 

 

近、気、県、

市 

想定最大 ○ 

 
 洪水予報文の改善 

 河川管理者による積極的な助言 
1 

計画 ◎ 平成 28 年

度に実施 
近、気 

想定最大 ◎ 

 

地域性や被災特性

を踏まえた避難情

報の提供に努め

る。 

 家屋倒壊の危険性のある区域や

自宅 2 階以上に留まることも可

とする区域などを設定 

 シナリオ型の避難計画に基づく

避難勧告等の発令 

 想定最大規模の洪水氾濫に対応

した高所避難場所への避難計画

の検証 

4 

計画 ◎ 

平成 28 年

度 よ り 着

手 

市 

想定最大 〇 

 

避難の準備・行動

を促す情報提供方

法の検証と改良を

行う。 

 現状の情報提供ツール（情報サ

イト、ホームページ等）の実効

性の検証と改良 

 中央防災会議の「防災対策実行

会議水害時の避難・応急対策検

討ワーキンググループ」の報告

「水害時の避難・応急対策の今

後の在り方について（平成 28 年

3月 31 日公表）」を参考に情報

提供方法を見直し 

 情報伝達方法に関する啓発活動

の継続実施 

 防災無線の全戸設置 

 洪水の進行、激甚化を予測する

判断基準やリードタイムを検討

するとともに計画規模以上の洪

水の具体的な災害対応策を検証 

8 

9 

16 

17 

18 

19 

計画 ◎ 

平成 28 年

度 よ り 着

手 

近、気、県、

市 

想定最大 〇 

 
広域避難に関する

調整・検証を行う。 

 洪水氾濫 1～2 日前からの広域

避難の有効性の検証 

2 

3 

4 

5 

8 

計画 ◎ 
平成 28 年

度 よ り 着

手 

近、県、市 

想定最大 〇 

※1 計画  ：河川整備基本方針での計画洪水規模 

想定最大：想定最大の洪水規模 

◎：重点的に先行して実施 ○：段階的に実施 

※2 近：近畿地方整備局 気：気象庁 県：兵庫県 市：豊岡市  
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主な取組項目 課題の

対応 
想定洪水規模※1 目標時期 取組機関※2 

内容（施策） 具体的取組 

■平時から住民等への周知・教育・訓練 

 

洪水浸水想定区域

図、氾濫シミュレ

ーション結果を有

効活用する。 

 

 浸水想定区域図、氾濫シミュレ

ーション結果を基にした市内の

危険箇所の情報提供 

(防災教育、机上訓練、防災マッ

プの作成に活用) 

10 

11 

12 

計画 ◎ 
平成 28 年

度 よ り 着

手 

近 

想定最大 
 

◎ 

 

住民一人ひとりが

「自らの生命は自

ら守る」というこ

とを基本に、平時

から地域。家庭、

職場等で防災への

積極的な取組を行

うよう促すなど、

自主防災思想の普

及、徹底を図る。 

 地域の住民すべてが安全に避難

できるよう、自治会、自主防災

組織等が中心となり、地域ぐる

みで避難路や危険箇所の確認、

避難訓練、災害時要援護者の支

援などに取り組む”みんなで逃

げよう”減災防災運動を推進 

14 

28 

計画 ◎ 

引き続き 

実施 
近、県、市 

想定最大 〇 

 

新たにハザードマ

ップを作成し、避

難経路等の選定の

促進を図る。 

 

 浸水想定区域図の情報に基づい

た防災マップの更新と周知 

 早期の立退き避難が必要な区域

（河川近傍、2階までの浸水等）

を明示したものに改善 

10 

11 

12 

計画 ◎ 

平成 28 年

度に実施 
県、市 

想定最大 ○ 

 

個別支援計画の策

定や防災訓練の中

で要援護者を対象

とした訓練を盛り

込む。 

 避難行動に関する要援護者個別

支援計画の策定、及び訓練の実

施 

 

14 

計画 ◎ 

引き続き 

実施 
市 

想定最大 〇 

 

幼稚園、小学校、

中学校における水

災害教育として、

洪水被害の歴史や

身を守るための手

段、地域や行政の

対応策について学

ぶ。 

 学校園におけるメモリアル防災

授業や防災出前講座の実施 

 

 

26 

27 

28 

計画 ◎ 

引き続き 

実施 
近、県、市 

想定最大 〇 

■円滑かつ迅速な避難に資する施設整備に関する事項 

 

災害時の円滑かつ

迅速な対応を行う

ため水防拠点の機

能を検討し、整備

する。 

 

 防災ステーションの機能に関す

る検証、及び改善方策（例えば

資機材備蓄量の増強）の立案・

実施 

21 

22 

計画 ◎ 

平成 28 年

度より着

手 

近、県 

想定最大 ○ 

 

地域毎での避難経

路の検討・設定に

あたって、地域に

おける浸水危険度

や地域での経路策

定に当たっての情

報提供を行う。 

 各地域、箇所における災害危険

度（浸水、土砂災害）や地盤高

図の情報を提供 

 

5 

計画 ◎ 

平成 28 年

度 よ り 着

手 

近、県、市 

想定最大 〇 

※1 計画  ：河川整備基本方針での計画洪水規模 

想定最大：想定最大の洪水規模 

◎：重点的に先行して実施 ○：段階的に実施 

※2 近：近畿地方整備局 気：気象庁 県：兵庫県 市：豊岡市  
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２)的確な水防活動のための取組 

水防活動の効率化や水防体制の強化、及び庁舎や病院等における自衛

水防の推進を行う取組として、以下のとおり実施する。 

主な取組項目 課題の

対応 
想定洪水規模※1 目標時期 取組機関※2 

内容（施策） 具体的取組 

■水防活動の効率化及び水防体制の強化 

 

啓発活動や広報資

料に、計画規模以

上の洪水に関する

内容を盛り込むと

ともに、減災活動

の取組に幅広い年

齢層の参加を促

す。 

 啓発活動や広報資料に、計画規

模以上の洪水氾濫時の被害想定

やその対応策の内容を反映 

10 

11 

12 

26 

27 

計画 ◎ 
平成 28 年
度 よ り 着
手 

近、県、市 

想定最大 〇 

 

 若年層の世代に特化した啓発活

動の場の企画 

 水害の恐れのある地域に居住す

ることの危険性を認識できるよ

う、水害リスクをわかりやすく

開示 

 教育機関、ラジオ等のメディア、

地域コミュニティを活用した広

報の充実 

 「地区防災計画」や「災害・避

難カード」の作成促進 

 フェニックス共済の加入促進 

15 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

計画 ◎ 

引き続き 

実施 
近、県、市 

想定最大 ◎ 

 

災害時の円滑かつ

迅速な対応を行う

ため資機材やその

数量の見直しを行

う。 

 必要な資機材の配備や防災ステ

ーションの機能検討検証 

 

21 

22 

計画 ◎ 

引き続き 

検討 
近、市 

想定最大 ○ 

 

実働水防訓練の継

続的な実施とその

内容の見直しを行

う。 

 迅速な災害対応の実施に向けた

PDCAサイクルに基づく訓練と継

続的な実施 

24 

計画 ◎ 

引き続き 

検討 
近、県、市 

想定最大 〇 

 

地域コミュニティ

の活動を支援す

る。 

 

 地域コミュニティでの防災や減

災活動に関する支援や活動内容

の情報共有 

28 

計画 ◎ 平成 28 年

度 よ り 着

手 

近、県、市 

想定最大 〇 

 

重要水防箇所の共

通認識を促進す

る。 

 

 重要水防箇所の定期的な見直し

と、共通認識の促進 

20 

25 

計画 ◎ 

引き続き 

実施 
近、県、市 

想定最大 〇 

 

災害ボランティア

の円滑な受け入れ

を促進する。 

 

 災害ボランティアの円滑な受け

入れを促進するための制度・枠

組み等の創設 

32 

計画 ◎ 平成 28 年

度 よ り 着

手 

近、県、市 

想定最大 〇 

 

建設業協会との連

携・協働体制を強

化する。 

 建設業協会との応急復旧対策に

関する事前調整等 
33 

計画 ◎ 平成 28 年

度 よ り 着

手 

近、県、市 
想定最大 〇 

※1 計画  ：河川整備基本方針での計画洪水規模 

想定最大：想定最大の洪水規模 

◎：重点的に先行して実施 ○：段階的に実施 

※2 近：近畿地方整備局 気：気象庁 県：兵庫県 市：豊岡市 
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主な取組項目 課題の

対応 
想定洪水規模※1 目標時期 取組機関※2 

内容（施策） 具体的取組 

■市庁舎や災害拠点病院等の自衛水防の推進 

 

洪水氾濫時の庁舎

等の機能維持に備

える。 

 洪水氾濫時の防災拠点、避難施

設等の機能維持、及び重要資機

材への影響の確認と有効的な対

策の立案 

 想定最大規模の洪水氾濫時を想

定した防災施設の機能増強に関

する施策の立案 

 水防対応の手引きの作成・周知 

23 

計画 ◎ 

引き続き 

実施 
近、県、市 

想定最大 〇 

 

各機関、事業者に

おける水害時 BCP

（事業継続計画）

を作成する。 

 

 災害時に迅速に減災、復旧活動

が行えるように水害時避難確保

計画・BCP（事業継続計画）の策

定を推進 

23 

計画 ◎ 平成 28 年

度 よ り 着

手 

近、県、市 

想定最大 〇 

※1 計画  ：河川整備基本方針での計画洪水規模 

想定最大：想定最大の洪水規模 

◎：重点的に先行して実施 ○：段階的に実施 

※2 近：近畿地方整備局 気：気象庁 県：兵庫県 市：豊岡市 
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３)粘り強い構造及び無堤区間の堤防整備の取組 

円山川のハード対策の取組として以下のとおり実施する。 

主な取組項目 課題の

対応 
想定洪水規模※1 目標時期 取組機関※2 

内容（施策） 具体的取組 

洪水を安全に流すた

めのハード対策を実

施する。 

 今後 5年間の計画に基づいた、

流下能力対策（築堤、掘削等）

の実施 

 

37 

計画 ◎ 

平成28年度

より着手 
近 

想定最大 － 

堤防天端の保護、堤防

裏法尻の補強等の粘

り強い構造の堤防の

整備を実施する。 

 

 

 今後 5年間の計画に基づいた、

天端の保護、及び裏法尻の補強

の実施 

（城崎町桃島～今津、日高町西

芝地先は H28 までに実施予定） 

(立野～出石町引原等の区間は

H29～32 に実施予定) 

38 

計画  

平成28年度

より着手 
近 

想定最大 ◎ 

※1 計画  ：河川整備基本方針での計画洪水規模 

想定最大：想定最大の洪水規模 

◎：重点的に先行して実施 ○：段階的に実施 －：対象外 

※2 近：近畿地方整備局 気：気象庁 県：兵庫県 市：豊岡市 

 

４)浸水の排水、施設運用等に関する取組 

住民の生活の早期復旧のため迅速な浸水の排水を行うための取組と

して、以下のとおり実施する。 

主な取組項目 課題の

対応 
想定洪水規模※1 目標時期 取組機関※2 

内容（施策） 具体的取組 

豊岡市内での計画規

模以上の洪水氾濫を

想定した排水計画を

策定し、内水対策を実

施する。 

 具体的な排水計画の立案 
35 

36 

計画  
平成28年度

より着手 
近 

想定最大 ◎ 

排水施設の耐水化を

実施する。 

 

 洪水氾濫時の耐水性の確認と耐

水化対策の検討 

35 

36 

計画 ◎ 平成28年度

より着手 
近 

想定最大 〇 

※1 計画  ：河川整備基本方針での計画洪水規模 

想定最大：想定最大の洪水規模 

◎：重点的に先行して実施 ○：段階的に実施 

※2 近：近畿地方整備局 気：気象庁 県：兵庫県 市：豊岡市 
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７．フォローアップ 

各機関の取組内容については、必要に応じて、防災業務計画や地域防

災計画、河川整備計画等に反映することなどによって責任を明確にし、

組織的、計画的、継続的に取り組むことが重要である。 

原則、本協議会を毎年出水期前に開催し、取組の進捗状況を確認し、

想定最大の降雨規模にも対応するための方策について協議し、必要に応

じて取組方針を見直すこととする。また、実施した取組についても訓練

等を通じて習熟、改善を図るなど、継続的なフォローアップを行うこと

とする。 

なお、今後、全国で作成される他の取組方針の内容や技術開発の動向

等を収集した上で、随時、取組方針を見直すこととする。 
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○現状の取組状況 

（１）情報伝達、避難計画等に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

豊岡河川国道事務所 神戸地方気象台 兵庫県 豊岡市 課題 No

氾濫危険情報、はん濫注意
情報等を神戸地方気象台と
共同で発表

氾濫危険情報、氾濫注
意情報等を発表

水防警報の発令や避難判断水位到達情報
の発表を行うとともに、洪水予報等を通知す
る

・現状の洪水予報文では、対象区域・切迫感が伝
わりにくいことが懸念される。

1

連絡系統を基に水位・雨
量・被災状況を伝達

気象情報、氾濫危険情
報、氾濫注意情報等を
伝達

「兵庫県地域防災計画（風水害等対策計
画）」及び「兵庫県水防計画」に規定

豊岡河川国道事務所、兵庫県からの
情報伝達について豊岡市地域防災計
画に規定

2

防災拠点機能の拡充を図る
ための防災情報端末の整
備

3

2)避難勧告
等の発令基
準

市町の避難勧告等のマニュアル作成のため
の「避難判断のガイドライン（水害・土砂災害
編）」を策定し、市町の整備を支援

市全域を対象に、流域あるいは、河
川区分（上流下流）ごとに、避難勧告
等の発令情報及び発令基準を設定

・河川区分別の基準設定等の発令基準について、
現在検討中である。

4

災害種別に応じた避難場所を指定し
ており、防災マップ、HP、豊岡市地域
防災計画において公表

豊岡市は区・自主防災組織に対して
民間事業所との一時避難場所の協
定締結を行う際に、助言や相手先へ
の説明に同行する等の支援を実施

・地域において避難経路の検討・設定を行っている
が、地域住民が水害時に円滑に避難できるよう情
報提供等の改善が必要である。

5

道路アンダーパス部の浸水情報の掲示
道路アンダーパス部の浸水情報の掲
示

                                 － 6

被災者の受け入れを地域防災計画で規定

応援協定：被災者の受け入れのための応援
協定を締結

                                 － 7

事項

(1)情報伝
達、避難計
画等

1)洪水時に
おける河川
管理者から
の情報提供
等の内容及
びタイミング

各実施主体の情報伝達に関する内容、基準、体
制は設定されているが、実施主体間の情報伝達方
法、タイミングの整合性の検証・調整は十分に図れ
ていない。

3)避難場所・
避難経路
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豊岡河川国道事務所 神戸地方気象台 兵庫県 豊岡市 課題 No

関係機関への洪水予報連
絡系統を設定

「兵庫県地域防災計画（風水害等対策計
画）」及び「兵庫県水防計画」に規定
水防警報や避難判断水位到達情報、洪水
予報等を「フェニックス防災システム」により
ポップアップ通知

・現状の情報伝達の体制や方法について、洪水の
進行や計画規模以上の洪水氾濫による広域避難
の適応性が検証されていない。

8

「TAJIMA防災」で水位雨量
を配信中（プル型）

「フェニックス防災システム」と「Lアラート（災
害情報共有システム）」のリアルタイム連携
により、水位・雨量情報や市が発令した避難
勧告等を放送事業者や民間情報提供者等を
通じ、住民に伝達

兵庫県のホームページや「ひょうご防災ネッ
ト」により、避難勧告等発令情報を住民に周
知

「Lアラート」により、テレビ・ラジオ等を
通じて避難情報を住民に伝達

「ひょうご防災ネット」や携帯事業者の
「緊急速報メール・エリアメール」によ
り避難情報を通知

・既存の情報伝達ツールの実効性を検証及び効率
的、効果的に活用していくための改良策が検討され
ていない。
・海外観光客の拡大により、情報提供の多言語化
が求められる。

9

円山川洪水浸水想定区域
図の公表

10

氾濫シミュレーション結果を
円山川洪水浸水想定区域
図にあわせて公表

11

6)ハザード
マップの改良
と周知

兵庫県CGハザードマップを作成して、県の
ホームページで公開

平成18年に作成され、ワークショップ
等の啓発活動で活用

12

7)まるごとま
ちごとハザー
ドマップの整
備と周知

まるごとまちごとハザード
マップの整備

まるごとまちごとハザードマップの整備
まるごとまちごとハザードマップの整
備

                                 － 13

8)要援護者
の避難計画
策定と避難
訓練の実施

福祉避難所：特養・養護・老健施設長
連絡協議会等との団体と連携し、指
定を実施

要援護者対応：要援護者の対策とし
て一人一人に対する個別支援計画の
策定を支援

・現在、豊岡市では、行政区に対して個別支援計画
の策定の支援（個別支援計画の内容の簡略化、命
を守るための優先的な取組の働きかけ等）を実施中
であるため、継続して支援を実施していく必要があ
る。

14

9)避難に関
する広報・啓
発

地域防災学習会等を4回開
催している。

国・市と協力して地域防災学習会等を開催
豊岡市のHPで広報を実施。
地域防災学習会等を4回開催してい
る。

・広報・啓発の活動を引き続き実施し、地域住民へ
の浸透・深化を促進する必要がある。

15

事項

(1)情報伝
達、避難計
画等

4)住民等へ
の情報伝達
の体制や方
法

5)想定最大
規模の洪水
に係る浸水
想定区域図
等の作成と
周知

・最新の知見を踏まえた浸水想定区域図、シミュ
レーション結果等をハザードマップの作成や啓発活
動等の防災対策において活用する必要がある。
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（２）水防に関する事項 

豊岡河川国道事務所 神戸地方気象台 兵庫県 豊岡市 課題 No

雨量、水位の観測と監視カ
メラによる河川の様子の撮
影を実施

雨量、水位の観測と監視カメラによる河川の
様子の撮影を実施
わかりやすい河川水位標を設置

16

「TAJIMA防災」で水位雨量
を配信中（プル型）

河川水位・雨量情報及び河川監視画像をイ
ンターネットで公表するとともに、詳細情報を
「フェニックス防災システム」により、市町や
消防、県警、自衛隊、ライフライン事業者等
に提供

17

気象警報・土砂災害警戒情報・河川洪水予
報、避難情報等を「ひょうご防災ネット」によ
り住民に配信

「ひょうご防災ネット」で気象予報、水
位、雨量を配信
FAXによる情報伝達を実施

18

防災無線の設置を実施
・国の方針により現行アナログシステムの更新が必
要である。

19

2)河川の巡
視区間

円山川直轄区間を対象に
巡視計画を策定し、以下の
区間を対象に定期的な河川
巡視(週2回)を実施

国、市、消防団（水防団）合同で、共
同点検を年1回実施

 水防災に係る施設整備の進捗、被災特性の変化
が想定されるが、河川巡視、点検方法について、さ
らに検証・検討する必要がある。

20

豊岡河川国道事務所、出
張所、防災ステーション等
で資機材を整備

水防倉庫、機器、資材を整備
但馬広域防災拠点（但馬空港内）を整備し、
被災者用物資、被災者用資機材、救助用資
機材を備蓄

各地水防倉庫(24箇所)に資機材を配
備

水防災に係る施設整備の進捗、被災特性の変化
が想定されるが、現状の備蓄数量、配備箇所等の
妥当性の検証と改善方策の検討を行う必要があ
る。

21

円山川防災ステーション、
出石川防災センターの整備

六方河川防災ステーションの基盤整備
県の六方防災ステーション整備完了
後、水防センターの整備を実施予定

水防訓練等から得られた改善策を水防活動に反
映する必要があるが、水防訓練等を踏まえた防災
ステーションの機能改善と、資機材数量の配備に関
する検証を行う必要がある。

22

4)市町村庁
舎、災害拠
点病院の水
害時におけ
る対応等

豊岡出張所は耐水化を整
備済
事務所の非常用発電機は2
階に設置済(H14.3)

但馬県民局豊岡総合庁舎において、新たに
電気設備棟を建築し、2階部分に非常用発
電機を新設するとともに地下に設置していた
受電設備を移設済み（H18.3）

市役所の新庁舎の建設の際に耐水
対策を実施(H26.4供用開始)

・市町村庁舎、災害拠点病院等で業務継続計画は
策定されていない。

23

5)水防訓練
国・県・市で毎年水防訓練
を実施している。

国・県・市で毎年水防訓練を実施している。
国・県・市で毎年水防訓練を実施して
いる。

・水防訓練を踏まえて水防活動の内容を検証・改善
していく必要があるため、ＰＤＣＡサイクルに基づい
た訓練の継続実施を行う必要がある。

24

6)重要水防
箇所の啓発

円山川、出石川、奈佐川に
おいて重要水防箇所は平
成27年4月に更新

・重要水防箇所の位置について、共通認識が十分
に図られていない。

25

事項

(2)水防に関
する事項

1)河川水位
等に係る情
報提供

・既存の情報伝達ツールの実効性の検証が十分に
検討されていない。効率的、効果的に活用していく
ための改良策をさらに検討する必要がある。

3)水防資機
材の整備状
況
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豊岡河川国道事務所 神戸地方気象台 兵庫県 豊岡市 課題 No

地域防災学習会等を4回開
催している。

国・市と協力して地域防災学習会等を開催
地域防災学習会等を4回開催してい
る。

26

出前講座3回、ワークショッ
プ3回、防災学習会4回を実
施

ひょうご防災リーダー講座を開催し、防災
リーダーを育成

自主防災組織の育成・活動支援（助成、人
材派遣）

出前講座40回、ワークショップ3回、
防災学習会4回を実施

27

「兵庫県地域防災計画（風水害等対策計
画）」に規定

全29地区で地域コミュニティを設立
(H27.2に方針策定)

・地域コミュニティ内の自助・共助をさらに促進させ
るため、地域コミュニティの枠組みを活用した活動の
支援を継続実施する必要がある。

28

豊岡市の地域FMラジオ、HPで円山
川の水防に関する情報を公開

・広報の活動を引き続き実施し、地域住民への浸
透・深化を促進する必要がある。

29

浸水リスクの問い合わせを
受け付ける窓口「災害情報
普及支援室」を設置（H27）

・今後も、「災害情報普及支援室」を活用した、情報
提供を継続実施していくことが望ましい。

30

住宅再建共済（フェニックス共済）促進員を
配置し、加入を促進

フェニックス共済の加入促進

・住宅再建共済制度：豊岡市16.5%（全県9.4%）、家
財再建共済制度豊岡市5.4%（全県2.4%）と、加入者
は全県平均より高いが、さらに普及啓発及び加入
促進を図る必要がある。

31

9)災害ボラン
ティア活動の
支援体制の
整備

「災害ボランティア活動支援指針」及び市町
マニュアルのモデルを提示し、市町災害ボラ
ンティア活動支援マニュアル等の整備を支
援

災害ボランティア活動の支援体制を
整備

災害時ボランティアの受け入れ訓練を
実施(H27.8)

・現在、災害ボランティアの受け入れ訓練が実施さ
れているため、訓練の実施内容を踏まえ、活動支援
体制を充実させる必要がある。
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10)応急対策
復旧

建設業協会との連携による
支援要請

「兵庫県地域防災計画（風水害等対策計
画）」に規定
市町の応援要請に対する協力
自衛隊派遣要請、関西広域連合への応援
要請、兵庫県及び市町相互間の応援協定
や他の都道府県との応援協定等に基づく応
援要請

建設業協会との連携による支援要請
・早期復旧に向け、被災後に迅速な対応ができるよ
うにしていくためには現状では不十分である。
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11 ） フォロー
アップ

洪水予報連絡会の実施 水防連絡会の実施

洪水予報連絡会、県水防連絡会への
参加を通じて、国・県・市が連携した
市民の避難対策に資する取組等を推
進する。

・洪水予報連絡会、水防連絡会の施策内容の情報
共有を図り、今後の各機関の取組・進捗を確認・点
検する機会を設ける必要がある。
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事項

(2)水防に関
する事項

7)地域防災
力の向上

・地域防災学習会等の啓発活動を引き続き実施し、
地域住民への浸透・深化を促進する必要がある。
・自主防災組織・地域コミュニティの活動において次
世代の人材の増員が必要となるが、幅広い世代の
市民の参加が十分に図られていない。

8)水防に関
する広報の
充実
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（３）浸水の排水、施設運用等に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）河川管理施設の整備に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊岡河川国道事務所 神戸地方気象台 兵庫県 豊岡市 課題 No

浸水範囲内の局所的な浸
水を想定した排水ポンプ車
のアクセス道路及びポンプ
車配置計画を作成済

連絡体制整備済

35

平成17年～平成20年にか
け、排水機場の耐水化対策
を実施

内水解析の技術的支援

六方川排水機場、大谿川排水機場の耐水
化

36

事項

(3)浸水の排
水、施設運
用等に関す
る事項

排水施設、
排水資機材
の運用方法
の改善

・計画規模以上の洪水への適応が必要であるが、
排水施設の整備方針を策定し、効果的な排水対策
施設整備が十分に行われていない。

豊岡河川国道事務所 神戸地方気象台 兵庫県 豊岡市 課題 No

流下能力対策(築堤、掘削
等）の実施

37

堤防天端の保護、堤防裏
法尻の補強を実施（危機管
理型ハード対策）
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事項

(4)河川管理
施設の整備
に関する事
項

堤防等河川
管理施設の
現状の整備
状況及び今
後の整備内
容

 ・洪水を安全に流すためのハード対策、及び粘り強
い構造の堤防等の整備は十分に行われていない。









豊岡市防災マップ
（逃げ方をさがせ）活用の手引き

豊岡市防災マップを見てみよう

豊岡市防災マップにはどんな種類があるの？

豊岡市では、区や自主防災組織、家族、個人で、水害や土砂災害から身を守るための計画を

考えるときに参考となる「豊岡市防災マップ」を３５９の区（町内会）ごとに作成しました。

この手引きでは、マップの見方や活用方法を説明していますが、ここで示す避難行動は、あく

まで市からの「推奨」に過ぎません。実際の避難行動を決めるのはあなたです!

住んでいる場所の水害や土砂災害の危険性を確認できます。

水害・土砂災害防災マップ、標高マップ、記入用マップの３種類が
あって、それぞれ、特徴や活用方法が違うんじゃ。

水害・土砂災害防災マップ

Ｑ

Ａ

この赤点は、市が指定

している避難所じゃ！

土砂災害が発生したら、

危険な範囲を示してい

るんじゃ！

堤防が決壊した場合、最大で

どれくらい浸水するか色分け

して示しているんじゃ！

この は、堤防が決壊

した場合、建物が倒壊する

危険があるんじゃ！

1

タイプライターテキスト
参考資料－２



標高マップ

地盤の高さを色分けして示しています。より高い場所を確認することができます。

施設や地盤の高さが示さ

れているんじゃ。

地盤の低い所が青色で、

高い所が赤色で示され

ているんじゃ！これで、

地区内のどこが高くて、

どこが低いかわかる

じゃろ？

水害・土砂災害防災マップの
浸水状況は、およそ１００年に
１回※１の大雨が降ったときを想
定して、堤防が決壊した最悪の状
況を示しているんじゃ。

ちなみに、平成１６年台風２３
号で降った雨は、およそ４０年に
１回※２の大雨じゃぞ。

台風２３号以上の被害が起こる
可能性があるということじゃ。

わが家の避難場所や避難経路を記入する地図として活用してください。

記入用マップ

※１
円山川流域平均2日間の降雨量が

327㎜の大雨を想定

※２
台風２３号における円山川流域平均

2日間の降雨実績（278㎜）

玄さんワンポイント！
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大雨で川から水があふれ堤防が決壊すると、
堤防の近くの建物は流されたり、壊れる危険
性があるんじゃ。

浸水の深さや建物の位置で被害や危険性が変わるの？

平成１６年台風２３号水害の被害状況
出石川鳥居地区

浸水深が０．５ｍ以上で１階が浸水し、
３ｍ以上で２階が浸水するんじゃ。水
害・土砂災害防災マップでは、浸水深
を色分けしているぞ。

そこで豊岡市では、災害の危険性に応じ、土砂災害警戒区域、家屋倒壊危険区域、

浸水深３ｍ以上の区域、浸水深０．５ｍ～３ｍ未満の区域などに分けて、それぞれ

避難するときの行動を確認しよう

Ｑ

Ａ

3

浸水深３ｍ以上の区域、浸水深０．５ｍ～３ｍ未満の区域などに分けて、それぞれ

推奨する避難行動を設定しているんじゃ！

川 ３ｍ以上

０．５ｍ～
３ｍ未満

土砂災害

家屋の倒壊・流出

家屋倒壊危険区域では、堤防の決壊によ
り建物が流される危険性があるから、早めに
区域外へ避難するんじゃ！

それから、これは特に重要なことじゃが、
例え家屋倒壊危険区域でなくとも、近くの堤
防が切れたら建物が流される危険はあるん
じゃ！堤防の近くに住んでいる人は早めに避
難することが大切なんじゃ！

浸水深３ｍ以上の区域では、建物の
２階が浸水する可能性があるから、３階以
上の建物か、区域外への避難が必要じゃ！

浸水深０．５ｍ～３ｍ未満の区域では、
建物の１階が浸水する可能性があるから、建物の
２階以上へ避難することが基本になるぞ！
平屋なら区域外への避難が必要じゃ！

土砂災害警戒区域では、土砂で建物
が流されたり、壊れる危険性があるから、
区域外への避難が必要じゃ！



マイ防災マップってなに？どうやってつくるの？

自宅は・・・

マイ防災マップは、豊岡市防災マップを活用して、いざというときに避難する
場所、そこにいく安全な道を記入した自分だけのオリジナル防災マップのこと
じゃ。できれば、区（町内会）ごとに検討することをお勧めするぞ。
善は急げじゃ！早速、ワシと一緒に逃げ方をさがさあで！

ステップ２じゃ！
次は、水害・土砂災害防災マップで自宅の
周辺を確認して、下のフローにしたがって、
風水害時に安全に避難できる場所をさがすん
じゃ。

ステップ１じゃ！
まずは、自宅を確認して、記入用マップ
に印をつけるぞ！

記入用マップ

マイ防災マップをつくろう

区域別避難診断フロー

Ｑ

Ａ

② あなたの避難行動は？① あなたの自宅はどの区域？
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自宅に留まる

玄さんワンポイント！

② あなたの避難行動は？

避難行動

区域外への早めの避
難が必要

マップの表示 区域名

土砂災害警戒区域

家屋倒壊危険区域

浸水深５ｍ以上の区域

浸水深３ｍ～５ｍ未満
の区域

浸水深０．５ｍ～３ｍ未満
の区域

浸水深０．５ｍ未満
の区域

③ どこに避難する？

指定緊急避難場所 隣近所の階数が高い建物

区域外の知人、親類宅

３階以上があれば自宅に
留まる

２階以上があれば自宅に留まる
平屋の場合は早めの避難が必要

指定緊急避難場所とは、市が指定した命を
守るために緊急的に避難するところじゃ。

① あなたの自宅はどの区域？



ステップ３じゃ！
安全な避難場所がわかったら、水害・土砂災

害防災マップで具体的な建物を確認するんじゃ。
そこがわが家の避難場所になるんじゃぞ。
記入用マップの方にもわが家の避難場所の印

をつけるぞ！

ステップ４じゃ！
わが家の避難場所までの避難経路を記入用

マップに記入するんじゃ！

ステップ５じゃ！
わが家の避難場所までの避難経路を実際に

歩いてみて、危険箇所がないか確認するんじゃ！
歩いてみて、危険箇所や気づいたことを、記入

用マップに記入することが大切じゃ。
危険と思ったら、別の経路をさがすんじゃ！
危険箇所は右の例も参考にするんじゃ。

マンホール
水があふれ、蓋が外れることがあり、落ち
る危険性がある。

蓋のない側溝
用水路や側溝に落ちて、
ケガをしたり、流され
る危険性がある。

外灯のない道路
夜間、足元や周りの状況が見えず、道路を
踏み外したり、ケガをする危険性がある。

アンダーパス
水がたまり、通行でき
なくなったり、車で通
行中、エンジンが停止
して閉じ込められる危
険性がある。

マイ防災マップの完成じゃ！
記入例記入例記入例記入例
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マイ防災マップは自分の命を守るために、すぐ見られるようにしとかあで！重要重要

いざというときに、避難場所や避難経路をすぐ確認できるよう、作成
したマイ防災マップは、壁や冷蔵庫に貼ったり、目立つ場所に置いてお
くんじゃ！

蓋のない側溝

避難先は、「指定緊急避難
場所」だけではないぞ。安全
な親戚・友人宅も考えられる
んじゃ。その場合、日頃から
お願いしておくことが大切
なんじゃ。

道路が冠水するなど避難の
時期を逃したら、屋外移動を
あきらめて自宅の２階以上で
命を守るんじゃ！

玄さんワンポイント！

街灯なし

橋あり

道路冠水

しやすい



平成１６年１０月に発生した台風２３号は、日本各地に記録

的な豪雨をもたらし、合併前の１市５町においても、堤防の決

壊や内水氾濫、土砂災害などが各地で発生しました。

その被害は、死者７人、負傷者５１人、住家被害が８,２２９

棟に及ぶなど、未曾有の大災害となりました。

私たちは台風２３号の経験を記憶に留め、風水害の脅威に備

えなければなりません。

水害の記憶や教訓を忘れ
てはいかんぞ！
子どもたちに伝えていく
ことが大切じゃ！

平成１６年台風２３号水害

泥水の海に沈んだまち（豊岡市江本） 水流により破壊されたJR線路（城崎町上山）

写真提供：兵庫県消防防災航空隊
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水流に押しつぶされた家屋（出石町鳥居） 土砂災害に襲われた家屋（但東町奥赤）

激流により崩落した道路（竹野町森本） ２階まで浸水した家屋（日高町赤崎）



市は、風水害時、堤防決壊や土砂崩れ等の起こる可能性のある地域
に対して、①避難準備情報、②避難勧告、③避難指示の順番に、市民
の皆さんに迫っている危険度を３段階でお知らせしています。
このような情報を見聞きしたら、避難の準備や状況に応じて早めに

避難しましょう。また、避難するときは、必ず各自で非常持出し品を
持って行きましょう。

豊岡市が発表する避難情報

いっときの辛抱じゃ！
避難するときは、水や
食料、防寒着などを忘
れずに持って行くん
じゃぞ！

市が発する避難情報

③ 避難指示

② 避難勧告

① 避難準備情報

避難を 終了 しましょう。
覚悟を決めて、建物の２階以上に退避
する等、直ちに命を守る行動をとって
ください。（豊岡市独自の運用）

避難を 開始 しましょう。
要援護者の方は避難を終了しましょう。

避難の 準備 をしましょう。
要援護者の方は避難を開始しましょう。

夜間に避難勧告以上の情報を発令する可能性がある時、
夜間の避難が不安な方を対象に明るいうちから早めの自主避難所の開設

法律等に規定
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【ホームページアドレス】

http://bosai.net/toyooka/

避難情報は、「防災行政無線」や「とよおか防災ネット」、「テレビのデータ放送（ｄボタン）」
から入手することができます。日頃から防災情報を入手できるよう確認しておきましょう。

避難情報の入手方法避難情報の入手方法

自主避難所自主避難所

各ご家庭に１台（アパート等も
同様です）受信機を無料で貸し出
ししています。
緊急時の避難勧
告等の情報は、
最大音量で流れ
ます。

防災行政無線 とよおか防災ネット（携帯電話）
ホームページから「お知らせメール」の登録をすると

市からの防災情報がメールで届きます。防災無線が聞けない
屋外や車内にいる場合も安心です！ぜひご登録ください！

台風接近などの影響で夜間に避難勧告等を発令する可能性があるときに、現状では避難準備情報を
出す段階にない場合であっても、明るいうちに「自主避難」できるよう、指定緊急避難場所の中から
地区コミュニティセンター単位に１施設を目途に避難所を開設し、市民、特に要援護者の皆さんに自
主避難を呼びかけます。

左のQRコードにアクセスし、

空メールを送信すると登録

完了です。

夜間の避難が不安な方を対象に明るいうちから早めの
自主避難を呼びかけます。

自主避難所の開設



市の緊急連絡先 電話番号

豊岡市役所（本庁） ２３－１１１１（代表）

豊岡市役所城崎振興局 ３２－０００１（代表）

豊岡市役所竹野振興局 ４７－１１１１（代表）

豊岡市役所日高振興局 ４２－１１１１（代表）

豊岡市役所出石振興局 ５２－３１１１（代表）

豊岡市役所但東振興局 ５４－１０００（代表）

いざというときのために、家族の職場や学校などの連絡先を記入しておきましょう。

連絡先 電話番号

災害時の緊急連絡先

わが家の避難先 避難先を記入

日頃から地域や家族と
連絡方法を確認するこ
とが大切じゃ！
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豊岡市防災マップ（逃げ方をさがせ）活用の手引き 平成28年11月発行

作成：豊岡市・豊岡市市民安全確保推進会議

問合せ先：豊岡市総務部防災課

〒668-8666 兵庫県豊岡市中央町2番4号

TEL：0796-23-1111（代表） FAX：0796-24-5932

メールアドレス：bousai@city.toyooka.lg.jp

豊岡市ホームページ：http://www.city.toyooka.lg.jp/

録音 再生ＮＴＴが「災害時」に限定して
提供しているものです。
電話による安否確認の連絡が取

りにくいとき、被災地域内やその
他地域の方々との伝言板として、
利用できます。

災害用伝言ダイヤル１７１の使用方法

このマップは、みなさんの手で避難先や避難ルートを記入し（さがし）実際
に行動いただくことにより初めて完成する‘生命（いのち）のツール’です。
ぜひ、みなさんの手で育てていただきますようお願いします。




















